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なお、期日や期限については、各税法、各地方団体の条例や
納税通知書などで必ず確認をしてください。

１０月
□　特別農業所得者への予定納税基準額
等の通知

　　　通知期限…10月15日
□　個人の道府県民税及び市町村民税の
納付（第３期分）

　　　納期限…10月中において市町村の条
例で定める日

□　９月分源泉所得税・住民税の特別徴収
税額の納付

　　　納期限…10月10日
□　８月決算法人の確定申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・（法
人事業所税）・法人住民税〉

　　　申告期限…10月31日
□　２月、５月、８月、11月決算法人の３月ご

との期間短縮に係る確定申告〈消費税・
地方消費税〉

　　　申告期限…10月31日
□　法人・個人事業者の１月ごとの期間短
縮に係る確定申告〈消費税・地方消費
税〉

　　　申告期限…10月31日
□　２月決算法人の中間申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税〉（半期分）

　　　申告期限…10月31日
□　消費税の年税額が400万円超の２月、５
月、11月決算法人の３月ごとの中間申告
〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…10月31日
□　消費税の年税額が4,800万円超の７月、
８月決算法人を除く法人・個人事業者
の１月ごとの中間申告（６月決算法人は
２ヵ月分）〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…10月3１日

□　所得税の予定納税額の納付（第２期分）
　　　納期限…12月２日
□　特別農業所得者の所得税の予定納税
額の納付

　　　納期限…12月２日
□　所得税の予定納税額の減額申請
　　　申請期限…11月15日
□　個人事業税の納付（第２期分）
　　　納期限…11月中において各都道府県

の条例で定める日
□　10 月分源泉所得税・住民税の特別徴
収税額の納付

　　　納期限…11月11日
□　９月決算法人の確定申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・（法
人事業所税）・法人住民税〉

　　　申告期限…12月２日
□　３月、６月、９月、12 月決算法人・個人
事業者の３月ごとの期間短縮に係る確
定申告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…12月２日
□　法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮
に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…12月２日
□　３月決算法人の中間申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税〉（半期分）

　　　申告期限…12月２日
□　消費税の年税額が 400万円超の３月、６
月、12 月決算法人・個人事業者の３月
ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…12月２日
□　消費税の年税額が 4,800万円超の８月、
９月決算法人を除く法人・個人事業者
の１月ごとの中間申告（７月決算法人は
２ヵ月分）〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…12月２日
※　税を考える週間…11月11日～17日

１１月
□　給与所得の年末調整
　　　調整の時期…本年最後の給与の支払をするとき
□　給与所得者の保険料控除申告書、住宅
取得控除申告書の提出

　　⑴　提出期限…本年最後の給与の支払
を受ける日の前日

　　⑵　提 出 先…給与の支払者経由、そ
の給与に係る所得税の
納税地の所轄税務署長

□　固定資産税（都市計画税）の第３期分の納付
　　　納期限…12月中の市町村の条例で定める日
□　1 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税

額・納期の特例を受けている者の住民税
の特別徴収額（25年６月～1 1月分）の納付

　　　納期限…12月10日
□　７月～ 12 月分源泉所得税の納期限の
特例届出書の提出

　　　提出期限…12月20日
□　10 月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方

消費税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税〉
　　　申告期限…平成 26 年１月６日
□　１月、４月、７月、10月決算法人の３月ごとの期

間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
　　　申告期限…平成 26 年１月６日
□　法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮
に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…平成 26 年１月６日
□　４月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地

方消費税・法人事業税・法人住民税〉（半期分）
　　　申告期限…平成 26 年１月６日
□　消費税の年税額が 400万円超の１月、４

月、７月決算法人の３月ごとの中間申告
〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…平成 26 年１月６日
□　消費税の年税額が 4,800万円超の９月、
10 月決算法人を除く法人・個人事業者
の１月ごとの中間申告（８月決算法人は
２ヵ月分）〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…平成 26 年１月６日

１２月
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小曾戸署長略歴

高崎税務署副署長着任のごあいさつ
　

本
年
七
月
の
人
事
異
動
に
よ

り
、
関
東
信
越
国
税
局
か
ら
高

崎
税
務
署
長
と
し
て
着
任
い
た

し
ま
し
た
小
曾
戸
で
ご
ざ
い
ま

す
。
前
任
の
佐
藤
同
様
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

一
般
社
団
法
人
高
崎
法
人
会

の
皆
様
方
に
は
、
法
人
会
活
動

を
通
じ
ま
し
て
、
税
務
行
政
に

対
し
深
い
ご
理
解
と
ご
協
力
を

賜
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
「
お
江
戸
見

た
け
り
ゃ
高
崎
田
町
」
と
言
わ

れ
た
高
崎
は
現
在
で
も
北
関
東

最
大
の
商
業
都
市
と
し
て
ま
す

ま
す
の
発
展
が
期
待
さ
れ
て
い

る
も
の
と
思
い
ま
す
。
他
の
市

町
村
に
お
い
て
も
美
し
い
自
然

と
名
所
・
旧
跡
を
残
す
歴
史
と

文
化
に
彩
ら
れ
た
地
と
伺
っ
て

お
り
、
こ
の
す
ば
ら
し
い
地
に

勤
務
で
き
る
こ
と
を
大
変
光
栄

に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

税
務
行
政
に
携
わ
る
私
ど
も

と
い
た
し
ま
し
て
は
「
納
税
者

の
自
発
的
な
納
税
義
務
の
履
行

を
適
正
か
つ
円
滑
に
実
現
す

る
」
と
い
う
使
命
を
果
た
し
、

信
頼
さ
れ
る
税
務
行
政
の
確
立

に
向
け
て
努
力
を
重
ね
て
い
る

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

調
査
手
続
き
の
透
明
性
と
納

税
者
の
予
見
可
能
性
を
高
め
る

な
ど
の
観
点
か
ら
本
年
一
月
に

施
行
さ
れ
た
改
正
国
税
通
則
法

や
改
正
消
費
税
法
及
び
番
号
制

度
導
入
と
い
っ
た
税
務
行
政
に

と
っ
て
重
要
な
制
度
改
正
に
つ

い
て
、
適
正
に
対
応
し
て
ま
い

り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
納
税
者
サ
ー
ビ
ス
の

観
点
か
ら
、ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ（
国
税
電

子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）
な
ど

の
Ｉ
Ｃ
Ｔ（
情
報
通
信
技
術
）
を

活
用
し
、
納
税
者
に
と
っ
て
利
便

性
の
高
い
申
告
・
納
付
手
段
の

充
実
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
私
ど
も
の

力
の
み
で
は
自
ず
と
限
り
が
ご

ざ
い
ま
す
。
正
し
い
税
知
識
の

普
及
と
納
税
道
義
の
高
揚
に
努

め
て
お
ら
れ
る
法
人
会
の
皆
様

の
お
力
添
え
が
不
可
欠
で
あ
る

と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
な

お
一
層
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
、
一
般
社
団
法
人
高
崎

法
人
会
の
ま
す
ま
す
の
ご
発
展

と
、
会
員
の
皆
様
方
の
ご
健
勝
と

事
業
の
ご
繁
栄
を
心
か
ら
祈
念

申
し
上
げ
ま
し
て
着
任
の
あ
い

さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

着
任
の
ご
あ
い
さ
つ

高
崎
税
務
署
長　

小
曾
戸　
　
　

勇

お

そ

ど

い
さ
む

平成18年　所沢税務署　副署長（法人担当）

平成19年　関東信越国税局　課税第一部　統括国税実査官

平成21年　関東信越国税局　課税第二部　資料調査第二課長

平成22年　藤岡税務署長

平成23年　関東信越国税局　課税第二部　資料調査第一課長

高崎税務署の人事異動 去る７月10日付で高崎税務署の定期人事異動がありましたので、

ご案内いたします。

１　新幹部職員等（法人課税関係） （敬称略）

職 名 氏 名 前 任 地 等
署 長 小曾戸　　　勇 関東信越国税局　課税第二部　資料調査第一課長

総 務 課 長 坪 谷 藤 之 関東信越国税局　総務部　厚生課　課長補佐

特 別 国 税 調 査 官 川 田　　　茂 留　任

法 人 課 税 第 一 部 門 統 括 官

法 人 課 税 第 二 部 門 統 括 官

相 馬 崇 司 館林税務署　法人課税第一部門統括国税調査官

法 人 課 税 第 三 部 門 統 括 官
佐 藤 徳 治 大宮税務署　法人課税第二部門統括国税調査官

法 人 課 税 第 四 部 門 統 括 官

山 上　　　清 留　任

法 人 課 税 第 五 部 門 統 括 官

柳 澤 敦 彦 留　任

伊 藤 利 彦 高崎税務署　総務課　課長補佐

瀬 下 昌 久 前橋税務署　審理専門官　上席国税調査官連 絡 調 整 官

矢 尻 友 美 留　任法人課税第一部門法人会担当

副 署 長
（総 務・個 人・資 産 担 当）

飯 島 善 人 留　任
副 署 長
（ 管 理・徴 収・法 人 担 当）

五味川　勝　行 上田税務署　総務課長

特 別 国 税 調 査 官
（ 法 人 担 当 ）

篠 原 光 行 留　任
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平成２６年度　税制改正に関するスローガン・税制改正に関する提言・抜粋
公益財団法人 全国法人会総連合

る
。
そ
し
て
、
こ
の
成
長
戦
略

の
中
核
を
成
す
の
は
政
権
自
ら

「
１
丁
目
１
番
地
」
と
位
置
付

け
る
規
制
改
革
で
あ
る
。

　

で
は
、
政
府
が
打
ち
出
し
て

い
る
規
制
改
革
の
内
容
は
十
分

だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
医
療

や
農
業
と
い
っ
た
肝
心
の
成
長

分
野
で
大
胆
さ
に
欠
け
、
小
手

先
の
改
革
と
い
っ
た
印
象
が
拭

え
な
い
。
法
人
課
税
に
つ
い
て

も
、
さ
ま
ざ
ま
な
投
資
減
税
に

乗
り
出
そ
う
と
は
し
て
い
る

が
、
本
格
的
な
法
人
税
の
実
効

税
率
引
き
下
げ
に
つ
い
て
は
具

体
的
議
論
に
至
っ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
国
家
的
課
題
で
あ
る
持

続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確

立
と
財
政
健
全
化
の
両
立
を
目

指
す
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改

革
は
緒
に
就
い
た
ば
か
り
だ
。
こ

れ
を
成
し
遂
げ
る
に
は
思
い
切
っ

た
社
会
保
障
給
付
の
重
点
化
・

効
率
化
や
財
政
健
全
化
目
標
に

向
け
た
具
体
的
で
明
確
な
手
法

と
工
程
を
示
す
必
要
が
あ
る
。

　

日
本
経
済
を
取
り
巻
く
環
境

は
米
国
が
回
復
基
調
を
鮮
明
に

し
て
い
る
も
の
の
、
中
国
を
は

じ
め
と
し
た
新
興
国
は
減
速
傾

向
を
強
め
て
お
り
楽
観
で
き
な

い
。
国
内
で
は
震
災
復
興
の
遅

れ
や
原
発
事
故
に
よ
る
電
力
コ

ス
ト
上
昇
と
い
う
問
題
も
残

税
制
改
正
に
関
す
る
ス
ロ
ー
ガ
ン

平
成
26
年
度

○
ま
さ
に
今
。

国
・
地
方
と
も
聖
域
な
き
行
財
政
改
革
の
断
行
を
！

○
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
確
立
し
、

国
民
の
将
来
不
安
の
払
拭
を
！

○
中
小
企
業
の
重
要
性
を
認
識
し
、

経
済
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置
の
拡
充
を
！

○
所
得
税
は
広
く
薄
く
負
担
を
求
め
、

努
力
し
た
人
が
報
わ
れ
る
税
制
の
構
築
を
！

○
法
人
実
効
税
率
は
、

欧
州
・
ア
ジ
ア
主
要
国
並
み
の
20
％
台
に
引
き
下
げ
を
！

○
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
を
確
立
し
、

地
域
経
済
を
支
え
る
中
小
企
業
に
配
慮
を
！

○
消
費
税
引
き
上
げ
に
際
し
て
は
、

景
気
に
配
慮
す
る
ほ
か
行
財
政
改
革
の
徹
底
を
！

○
国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、

地
方
の
自
立
・
自
助
の
推
進
を
！

○
被
災
地
の
復
興
を
図
る
た
め
、

税
制
上
の
対
応
を
含
め
て
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
！

は
じ
め
に

　

長
引
く
デ
フ
レ
に
よ
っ
て
長

期
低
迷
に
陥
っ
て
い
た
日
本
経

済
に
明
る
さ
が
見
え
て
き
た
。

背
景
に
あ
る
の
は
昨
年
12
月
の

総
選
挙
の
大
勝
で
誕
生
し
た
安

倍
晋
三
・
自
公
政
権
に
よ
る
い

わ
ゆ
る
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
に

対
す
る
期
待
感
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
経
済
政
策
は
大
胆
な
金

融
政
策
、機
動
的
な
財
政
政
策
、

民
間
投
資
喚
起
に
よ
る
成
長
戦

略
と
い
う
「
３
本
の
矢
」
を
一

体
的
に
実
行
し
て
デ
フ
レ
脱
却

を
目
指
す
も
の
で
、
沈
滞
し
て

い
た
経
営
者
や
消
費
者
の
マ
イ

ン
ド
を
好
転
さ
せ
た
と
い
え

る
。
と
り
わ
け
、
１
本
目
の
矢

と
し
て
政
府
・
日
銀
の
合
意
で

導
入
さ
れ
た
「
２
％
の
イ
ン
フ

レ
目
標
」
と
そ
の
達
成
に
向
け

た
金
融
の
「
異
次
元
緩
和
」
は
、

円
安
・
株
高
の
流
れ
を
形
成
し

実
体
経
済
へ
も
好
影
響
を
及
ぼ

し
つ
つ
あ
る
。

　

問
題
は
こ
れ
を
ど
う
本
格
的

な
自
律
回
復
に
つ
な
げ
る
か
で

あ
る
。
そ
れ
に
は
個
人
消
費
を

支
え
る
賃
金
の
上
昇
や
設
備
投

資
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
カ

ギ
は
３
本
目
の
矢
で
あ
る
成
長

戦
略
が
握
っ
て
い
る
と
い
わ
れ

る
。
何
よ
り
、
地
域
経
済
と
雇

用
の
担
い
手
で
あ
る
中
小
企
業

に
は
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
効
果

が
届
い
て
お
ら
ず
、
さ
ら
な
る

対
策
が
必
要
な
こ
と
は
指
摘
す

る
ま
で
も
な
い
。

　

安
倍
政
権
は
先
の
参
院
選
で

〝
ね
じ
れ
〞
を
解
消
し
安
定
性

を
得
た
。
強
い
日
本
経
済
構
築

に
向
け
、
困
難
な
諸
改
革
に
も

臆
せ
ず
取
り
組
む
よ
う
強
く
求

め
て
お
き
た
い
。

　

民
主
、
自
民
、
公
明
の
３
党

合
意
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
社

会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
は
、

実
行
の
担
い
手
が
昨
年
暮
れ
の

総
選
挙
を
受
け
て
民
主
党
政
権

か
ら
自
公
連
立
の
安
倍
政
権
に

交
代
し
た
。
し
か
し
、
ど
の
政

党
が
政
権
を
担
っ
て
も
一
体
改

革
の
重
要
性
に
変
わ
り
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
体
改
革
が

目
指
す
持
続
可
能
な
社
会
保
障

基
本
的
な
課
題

第
一

社
会
保
障
と

　

税
の
一
体
改
革
と

　
　

今
後
の
あ
り
方



法人だより　２０１３．１０．１０　Ｎｏ．１５０ ４

平成２６年度　税制改正に関する提言・抜粋
公益財団法人 全国法人会総連合

制
度
の
構
築
と
財
政
健
全
化
の

両
立
は
、
我
が
国
の
将
来
を
左

右
す
る
表
裏
一
体
の
構
造
問
題

だ
か
ら
で
あ
る
。

　

我
が
国
は
少
子
高
齢
化
が
先

進
国
で
最
速
の
ス
ピ
ー
ド
で
進

む
一
方
、
財
政
が
突
出
し
て
悪

化
し
て
い
る
。社
会
保
障
の「
給

付
」
と
「
負
担
」
の
ギ
ャ
ッ
プ

拡
大
が
続
い
て
き
た
の
が
主
因

で
、
こ
れ
を
抜
本
的
に
是
正
し

な
け
れ
ば
社
会
保
障
制
度
も
財

政
も
持
続
可
能
と
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
国
民
の
間
に
将
来
不
安

を
醸
成
し
、
消
費
や
金
利
、
企

業
行
動
に
悪
影
響
を
も
た
ら
す

な
ど
、
日
本
経
済
自
体
に
も
深

く
関
係
す
る
の
で
あ
る
。

　

今
回
の
一
体
改
革
は
こ
う
し

た
問
題
解
決
に
向
け
一
歩
を
踏

み
出
し
た
わ
け
だ
が
、ま
だ「
給

付
」
と
「
負
担
」
の
ギ
ャ
ッ
プ

は
途
方
も
な
く
大
き
い
。
ま
ず

は
可
能
な
限
り
「
給
付
」
を
重

点
化
・
効
率
化
で
抑
制
す
る
と

同
時
に
、「
負
担
」
で
は
経
済

の
好
転
を
み
な
が
ら
消
費
税
の

２
０
１
４
年
４
月
に
８
％
、
15

年
10
月
に
10
％
と
い
う
引
き
上

げ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
着
実
に
実

行
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ

う
。
そ
し
て
、
中
長
期
的
に
は

望
ま
し
い
「
給
付
」
と
「
負
担
」

の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
も
っ
と

根
本
か
ら
議
論
を
行
っ
て
い
く

必
要
が
あ
ろ
う
。

１
．社
会
保
障
制
度
の
あ
り
方
に

対
す
る
基
本
的
考
え
方

　

わ
が
国
の
社
会
保
障
は
「
中

福
祉
」「
低
負
担
」
と
さ
れ
る
。

し
か
も
、
今
後
の
社
会
保
障
給

付
は
高
齢
化
社
会
の
急
進
展
で

急
速
な
増
大
が
見
込
ま
れ
て
い

る
。そ
れ
は
年
金
以
上
に
医
療
、

介
護
分
野
で
顕
著
だ
。
そ
の
財

源
を
公
費
負
担
に
頼
る
こ
と
に

な
れ
ば
、
消
費
税
な
ど
を
い
く

ら
増
税
し
て
も
追
い
つ
か
な

い
。
つ
ま
り
、
指
摘
し
た
よ
う

に
、い
か
に
給
付
を
「
重
点
化
・

効
率
化
」
に
よ
っ
て
抑
制
し
、

同
時
に
ど
う
公
費
以
外
の
公
平

で
適
正
な
負
担
を
確
保
し
て
い

く
か
が
極
め
て
重
要
に
な
る
。

　

一
体
改
革
で
は
３
党
合
意
に

よ
り
、
有
識
者
を
交
え
た
「
社

会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
」

に
そ
の
土
台
づ
く
り
を
委
ね
た
。

し
か
し
、
国
民
会
議
の
報
告
書

は
高
齢
者
の
一
部
医
療
費
窓
口

負
担
引
き
上
げ
な
ど
一
定
の
改

革
案
は
示
し
た
も
の
の
、
年
金
、

医
療
、
介
護
、
少
子
化
対
策
い

ず
れ
の
分
野
に
つ
い
て
も
不
十

分
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

社
会
保
障
政
策
に
影
響
さ
れ

や
す
い
と
い
わ
れ
る
国
政
選
挙

は
向
こ
う
３
年
間
予
定
さ
れ
て

い
な
い
。「
自
助
」「
公
助
」
と

い
う
基
本
的
理
念
を
基
に
役
割

分
担
を
見
直
し
、
抵
抗
の
強
い

分
野
に
も
改
革
の
メ
ス
を
入
れ

る
絶
好
の
機
会
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
て
お
き
た
い
。

２
．消
費
税
率
引
き
上
げ
に

伴
う
対
応
措
置

　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
当

た
っ
て
は
、
景
気
に
十
分
配
慮

す
る
だ
け
で
な
く
、
円
滑
な
価

格
転
嫁
な
ど
混
乱
を
防
止
す
る

環
境
整
備
が
極
め
て
重
要
と
考

え
る
。
そ
れ
は
国
民
生
活
の
み

な
ら
ず
企
業
、
と
く
に
中
小
企

業
の
活
動
を
大
き
く
左
右
す
る

か
ら
で
あ
る
。
政
府
は
消
費
税

転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
な
ど
で

一
定
の
対
応
を
し
よ
う
と
し
て

い
る
が
、
そ
の
実
効
性
は
判
然

と
し
な
い
。
混
乱
が
生
じ
た
場

合
は
、
速
や
か
に
新
た
な
対
策

を
講
じ
ら
れ
る
よ
う
用
意
周
到

な
準
備
を
求
め
た
い
。

３
．財
政
健
全
化
に
向
け
て

　

安
倍
政
権
は
３
本
の
矢
で
構

成
さ
れ
る
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
よ

る
デ
フ
レ
脱
却
と
財
政
健
全
化

の
両
立
を
掲
げ
て
い
る
。
仮
に

デ
フ
レ
か
ら
脱
却
で
き
た
と
し

て
も
、
財
政
が
持
続
可
能
で
な

け
れ
ば
国
債
へ
の
信
認
が
失
わ

れ
長
期
金
利
の
急
上
昇
な
ど
に

よ
り
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
自
体
さ

え
崩
壊
す
る
危
険
性
が
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
本
来
な
ら

財
政
健
全
化
は
４
本
目
の
矢
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
も
い
い

ほ
ど
重
要
で
あ
る
。

　

先
進
国
で
突
出
し
て
悪
化
し

て
い
る
財
政
を
健
全
化
す
る
に

は
、
少
な
く
と
も
２
０
１
５
年
度

に
国
・
地
方
を
含
め
た
基
礎
的

財
政
収
支
赤
字
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

半
減
、
20
年
度
黒
字
化
と
い
う

健
全
化
目
標
を
達
成
し
、
長
期

債
務
残
高
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
を
安
定

的
に
引
き
下
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
国
際
公
約
で
も
あ
る
。

目
標
を
達
成
す
る
に
は
、
向
こ

う
３
年
間
の
新
規
国
債
発
行
枠

と
基
礎
的
財
政
収
支
対
象
経
費

の
歳
出
上
限
を
定
め
た
民
主
党

政
権
時
代
の
「
中
期
財
政
フ
レ
ー

ム
」
に
代
わ
る
も
っ
と
強
固
な
財

政
規
律
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
安
倍

政
権
が
打
ち
出
し
た
「
中
期
財

政
計
画
」
と
来
年
度
予
算
の
概

算
要
求
基
準
（
シ
ー
リ
ン
グ
）

を
み
る
と
、
極
め
て
不
十
分
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
15
年
度

ま
で
の
国
債
発
行
こ
そ
今
年
度

以
下
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を

実
現
す
る
た
め
の
具
体
的
歳
出

削
減
策
、
さ
ら
に
歳
出
上
限
の

設
定
さ
え
な
い
。
20
年
度
の
黒

字
化
に
向
け
て
も
、「
15
年
度

予
算
を
踏
ま
え
て
具
体
的
道
筋

を
描
く
」
と
先
送
り
し
た
格
好

に
な
っ
て
い
る
。

　

内
閣
府
の
試
算
に
よ
る
と
、

15
年
10
月
の
消
費
税
率
10
％
へ

の
引
き
上
げ
と
平
均
名
目
成
長

率
３
％
を
前
提
と
し
た
楽
観
的

な
シ
ナ
リ
オ
で
も
、
20
年
度
に

は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
２
％
、
12.4
兆
円
の

赤
字
が
残
り
、
債
務
残
高
対
Ｇ

Ｄ
Ｐ
比
も
１
９
０
％
前
後
で
高

止
ま
り
す
る
。
毎
年
１
兆
円
の

自
然
増
が
見
込
ま
れ
る
社
会
保

障
費
を
中
心
に
聖
域
な
き
歳
出

削
減
を
徹
底
し
な
い
と
、
増
税

に
際
限
が
な
く
な
る
と
考
え
る
。

４
．行
政
改
革
の
徹
底

　

行
政
改
革
へ
の
取
り
組
み
は

従
前
に
増
し
て
重
要
に
な
っ
て

い
る
。
消
費
税
引
き
上
げ
は
社

会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
と
財

政
健
全
化
の
観
点
か
ら
重
要
だ

が
、
国
民
に
痛
み
を
求
め
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
、

行
政
改
革
の
徹
底
は
消
費
税
引

き
上
げ
の
前
提
と
も
な
っ
て
い
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税
政
策
等
と
の
国
際
的
整
合
性

②
経
済
の
持
続
的
成
長
と
雇
用

の
創
出
③
少
子
高
齢
化
や
人
口

減
少
社
会
の
急
進
展
④
グ
ロ
ー

バ
ル
競
争
と
そ
れ
が
も
た
ら
す

所
得
格
差
な
ど
、
経
済
社
会
の

大
き
な
構
造
変
化

－

な
ど
に
ど

う
対
応
す
る
か
と
い
う
視
点
を

踏
ま
え
、
法
人
税
や
所
得
税
な

ど
を
抜
本
的
に
見
直
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

６
．共
通
番
号
制
度
に

   

つ
い
て

　

社
会
保
障
・
税
の
共
通
番
号

制
度
で
あ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法

が
成
立
し
た
が
、
そ
の
運
用
に

当
た
っ
て
は
国
民
の
利
便
性
を

高
め
る
と
と
も
に
、
制
度
内
容

を
国
民
に
周
知
し
、
定
着
に
向

け
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
社
会
保

障
と
税
、
災
害
対
応
と
な
っ
て

い
る
利
用
範
囲
を
ど
こ
ま
で
広

げ
る
か
は
今
後
の
重
要
な
課
題

で
あ
り
、
多
角
的
で
広
範
な
議

論
が
求
め
ら
れ
る
。

　

な
お
、
運
用
に
当
た
っ
て
は

個
人
情
報
保
護
の
徹
底
に
努

め
、
制
度
の
適
切
な
運
用
を
担

保
す
る
措
置
を
講
じ
る
と
と
も

に
、
コ
ス
ト
意
識
を
も
つ
こ
と

を
強
く
指
摘
し
た
い
。
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第
二

経
済
活
性
化
と

　
　

中
小
企
業
対
策

　

長
引
く
デ
フ
レ
か
ら
の
脱
却

と
強
い
日
本
経
済
の
構
築
を
目

的
と
す
る
安
倍
政
権
の
経
済
政

策
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
に
対
す

る
産
業
界
の
期
待
は
大
き
い
。

た
だ
、
目
的
を
達
成
す
る
に
は

「
大
胆
な
金
融
政
策
」「
機
動
的

な
財
政
政
策
」「
民
間
投
資
を

喚
起
す
る
成
長
戦
略
」
と
い
う

３
本
の
矢
が
一
体
的
に
実
行
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

１
本
目
の
矢
で
あ
る
日
銀
に

よ
る
金
融
の
異
次
元
緩
和
は
株

高
・
円
安
の
流
れ
を
呼
び
込
み
、

10
兆
円
の
財
政
出
動
を
伴
っ
た

昨
年
度
補
正
予
算
を
含
む
２
本

目
の
矢
も
一
時
的
に
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を

押
し
上
げ
つ
つ
あ
る
。し
か
し
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
呼
び
水
的
効

果
に
近
く
、
賃
金
上
昇
と
設
備

投
資
に
支
え
ら
れ
た
力
強
い
自

律
回
復
軌
道
に
乗
せ
る
に
は
、

３
本
目
の
矢
で
あ
る
成
長
戦
略

が
極
め
て
重
要
に
な
る
。

　

成
長
戦
略
が
実
効
性
を
発
揮

し
な
け
れ
ば
、
多
く
の
識
者
が

指
摘
す
る
よ
う
に
国
民
や
企
業

が
豊
か
さ
を
実
感
で
き
な
い
ど

こ
ろ
か
、
物
価
上
昇
と
財
政
信

認
の
揺
ら
ぎ
に
よ
る
成
長
を
伴

わ
な
い
悪
い
金
利
上
昇
を
招

き
、
逆
に
成
長
の
足
も
引
っ
張

り
か
ね
な
い
。
産
業
界
や
日
銀

の
首
脳
が
再
三
に
わ
た
っ
て
成

長
戦
略
の
重
要
性
を
指
摘
し
て

い
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
ろ

う
。

　

政
府
が
今
年
６
月
に
ま
と
め

た
成
長
戦
略
は
、
１
人
当
た
り

国
民
総
所
得
を
10
年
後
に
１
５

０
万
円
増
や
す
こ
と
や
３
年
間

で
民
間
投
資
を
年
間
70
兆
円
に

す
る
な
ど
の
高
い
数
値
目
標
を

掲
げ
た
。
し
か
し
、
目
標
達
成

に
つ
な
げ
る
政
策
と
デ
ー
タ
の

裏
付
け
は
明
確
で
な
い
。

　

と
く
に
、
成
長
戦
略
の
「
１

丁
目
１
番
地
」
と
政
権
自
ら
が

位
置
付
け
る
規
制
改
革
は
極
め

て
不
十
分
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ

は
成
長
分
野
と
さ
れ
る
医
療
や

農
業
で
顕
著
で
あ
る
。

　

医
療
分
野
で
は
一
般
用
医
薬

品
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
を

原
則
解
禁
す
る
措
置
な
ど
に
と

ど
ま
り
、
医
療
の
産
業
化
に
不

可
欠
と
さ
れ
る
混
合
診
療
の
解

禁
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。

　

農
業
分
野
で
も
耕
作
放
棄
の

農
地
集
約
・
貸
出
制
度
創
設
な

ど
が
目
立
つ
程
度
で
、
企
業
に

よ
る
農
地
所
有
の
自
由
化
は
先

送
り
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
成
長
戦

略
と
し
て
重
要
な
環
太
平
洋
経
済
連

携
協
定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
交
渉
に
際
し
、

農
業
分
野
が
ど
こ
ま
で
競
争
力
の
点

で
対
応
で
き
る
か
疑
問
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

　

一
方
、
税
制
で
は
投
資
減
税
を
来

年
度
税
制
改
正
よ
り
前
倒
し
し
て
実

施
す
る
方
針
と
い
う
。
し
か
し
、
対

象
は
大
企
業
中
心
と
み
ら
れ
中
小
企

業
へ
の
効
果
は
薄
い
。
ま
た
、
賃
金

引
き
上
げ
や
設
備
投
資
を
促
す
効
果

が
あ
る
と
い
わ
れ
る
肝
心
の
法
人
実

効
税
率
引
き
下
げ
も
、
ま
だ
具
体
的

な
方
針
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　

成
長
戦
略
は
こ
れ
ま
で
の
政
権
で

も
何
度
も
策
定
さ
れ
た
が
、
効
果
は

曖
昧
な
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る
。
今
回

は
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
中
で
最
も
重
要

な
役
割
を
果
た
す
だ
け
に
、
失
敗
は

許
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、「
Ｐ

Ｄ
Ｃ
Ａ（
計
画
、
実
行
、
評
価
、
改
善
）

サ
イ
ク
ル
」
の
手
法
を
取
り
入
れ
、

経
済
財
政
諮
問
会
議
な
ど
の
場
で
政

策
遂
行
の
過
程
と
成
果
を
数
値
化
し

て
検
証
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
。

１
．法
人
税
率
の
引
き
下
げ

　

法
人
実
効
税
率
は
平
成
23
年
度
税

制
改
正
に
よ
り
35.64
％
と
５
％
引
き
下

げ
ら
れ
た
が
、
復
興
財
源
に
充
て
る

特
別
法
人
税
が
課
さ
れ
た
た
め
、
実

る
。
な
ら
ば
、「
ま
ず
隗
よ
り
始

め
よ
」
の
精
神
に
基
づ
き
地
方

を
含
め
た
政
府
、
議
会
が
自
ら

身
を
削
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改
革
の

取
り
組
み
は
遅
々
と
し
て
い
る
。

安
倍
政
権
に
は
改
革
反
対
勢
力

と
の
し
が
ら
み
が
な
い
は
ず
で
、

い
ま
が
改
革
断
行
の
絶
好
の

チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
安

倍
政
権
の
試
金
石
と
も
い
え
、

も
は
や
先
送
り
は
許
さ
れ
な
い
。

直
ち
に
期
限
を
定
め
て
改
革
を

断
行
す
る
よ
う
求
め
る
。

５
．
今
後
の
税
制
改
革
の

あ
り
方

　

社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革

で
は
消
費
税
の
引
き
上
げ
の
ほ

か
、
所
得
税
で
は
最
高
税
率
の

引
き
上
げ
、
資
産
税
に
つ
い
て

は
相
続
税
の
最
高
税
率
の
引
き

上
げ
と
基
礎
控
除
の
引
き
下
げ

が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
最
高

税
率
引
き
上
げ
な
ど
に
は
消
費

税
引
き
上
げ
に
対
す
る
反
発
を

緩
和
す
る
側
面
が
指
摘
さ
れ
る

な
ど
、
税
制
抜
本
改
革
と
位
置

付
け
た
割
に
は
体
系
的
議
論
を

欠
い
た
印
象
が
強
い
。

　

今
後
の
税
制
改
革
に
当
た
っ

て
は
①
国
際
間
の
経
済
取
引
の

増
大
や
多
様
化
、
諸
外
国
の
租



と
い
え
る
。

　

中
期
財
政
計
画
で
は
地
方
財

政
に
つ
い
て
「
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
後
の
危
機
対
応
モ
ー

ド
か
ら
平
時
モ
ー
ド
へ
の
切
り

替
え
」
を
盛
り
込
み
、
歳
出
・

歳
入
両
面
か
ら
の
改
革
に
取
り

組
む
と
し
て
い
る
。そ
れ
に
は
、

地
方
が
行
革
や
地
方
交
付
税
改

革
、
適
正
な
課
税
自
主
権
の
発

揮
な
ど
を
通
じ
て
責
任
を
自
覚

す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
に
な

ろ
う
。

　

被
災
地
の
復
興
に
つ
い
て

は
、
一
定
の
対
応
措
置
が
講
じ

ら
れ
た
も
の
の
、
い
ま
だ
不
十

分
で
あ
る
。
予
算
を
適
正
か
つ

迅
速
に
執
行
す
る
と
と
も
に
、

原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め
て

引
き
続
き
適
切
な
支
援
を
行
う

必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
被
災
地

に
お
け
る
企
業
の
定
着
、
雇
用

確
保
を
図
る
観
点
な
ど
か
ら
、

さ
ら
な
る
税
制
上
の
対
応
等
、

実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る

よ
う
求
め
る
。
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第
四

震 

災 

復 

興

　

地
方
分
権
は
我
が
国
の
行
財

政
シ
ス
テ
ム
面
で
の
硬
直
性
是

正
や
地
域
経
済
活
性
化
の
観
点

か
ら
必
然
的
流
れ
に
な
っ
て
い

る
が
、
依
然
と
し
て
具
体
的
議

論
は
深
化
し
て
い
な
い
。
分
権

化
を
加
速
さ
せ
る
に
は
、
国
と

地
方
の
役
割
分
担
と
そ
れ
に
対

応
す
る
行
財
政
の
あ
り
方
を
明

確
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

地
方
分
権
は
権
限
を
地
方
に

移
行
す
る
こ
と
だ
が
、
同
時
に

地
方
の
責
任
も
増
す
こ
と
を
意

味
す
る
。
つ
ま
り
、
分
権
に
は

地
方
が
国
依
存
か
ら
脱
却
し
、

自
立
・
自
助
の
体
質
を
構
築
す

る
こ
と
が
何
よ
り
重
要
な
の
で

あ
る
。

　

国
の
財
政
は
破
た
ん
寸
前
だ

が
、地
方
財
政
は
黒
字
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
で
も
国
は
借
金
に

よ
っ
て
地
方
交
付
税
を
加
算
し

て
い
る
し
、
消
費
税
の
引
き
上

げ
率
も
地
方
が
国
を
上
回
る
状

況
に
あ
る
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、

地
方
の
公
務
員
給
与
や
議
員
報

酬
は
高
止
ま
り
し
た
ま
ま
で
あ

り
、
地
方
自
ら
身
を
削
る
行
革

努
力
が
極
め
て
不
足
し
て
い
る

平成２６年度　税制改正に関する提言・抜粋
公益財団法人 全国法人会総連合

質
的
に
は
平
成
27
年
４
月
か
ら

の
実
施
と
な
る
。
し
か
も
、
ア

ジ
ア
、
欧
州
各
国
で
は
近
年
、

国
際
競
争
力
の
強
化
や
外
国
資

本
の
誘
致
な
ど
を
目
的
に
大
幅

な
引
き
下
げ
が
行
わ
れ
て
い

る
。
我
が
国
の
引
き
下
げ
に
よ

り
先
進
国
で
最
も
高
い
税
率
と

な
っ
た
米
国
も
、
オ
バ
マ
政
権

が
30
％
以
下
に
引
き
下
げ
る
案

を
打
ち
出
し
た
。
こ
の
ま
ま
で

は
再
び
我
が
国
が
最
も
高
い
税

率
と
な
り
、
各
国
と
の
税
率
格

差
は
依
然
と
し
て
解
消
し
な

い
。

　

ま
た
、
法
人
税
に
社
会
保
険

料
を
加
え
た
企
業
負
担
の
国
際

比
較
で
は
、
わ
が
国
は
必
ず
し

も
高
く
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る

が
、
年
々
、
社
会
保
険
料
が
引

き
上
げ
ら
れ
て
い
く
状
況
を
加

味
す
る
と
、
企
業
の
負
担
感
は

高
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
が
続
け
ば
、

国
内
企
業
の
海
外
移
転
が
促
進

さ
れ
、
雇
用
へ
の
悪
影
響
、
さ

ら
に
は
経
済
全
体
の
衰
退
に
つ

な
が
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
う
し

た
観
点
か
ら
、
法
人
の
税
負
担

は
地
方
税
を
含
め
て
大
幅
に
軽

減
す
べ
き
で
あ
る
。

２
．中
小
企
業
の
活
性
化
に

資
す
る
税
制
措
置

　

中
小
企
業
は
わ
が
国
経
済
の

礎
で
あ
り
、
ま
た
、
地
域
経
済

の
担
い
手
で
あ
る
。
そ
の
中
小

企
業
が
時
代
や
環
境
の
変
化
、

特
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
流
れ
の

中
で
存
在
感
を
確
保
し
、
経
済

社
会
へ
の
貢
献
を
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
税
制
の
確
立

が
求
め
ら
れ
る
。

３
．事
業
承
継
税
制
の
拡
充

　

わ
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め

る
中
小
企
業
は
、
地
域
経
済
の

活
性
化
、
雇
用
の
確
保
な
ど
に

大
き
く
貢
献
し
て
お
り
、
経
済

の
根
幹
を
支
え
る
重
要
な
存
在

で
あ
る
。
そ
の
中
小
企
業
が
相

続
税
の
負
担
等
に
よ
り
事
業
が

承
継
で
き
な
く
な
る
こ
と
は
、

日
本
経
済
に
大
き
な
損
失
を
与

え
る
も
の
で
あ
る
。

　

平
成
25
年
度
税
制
改
正
に
お

い
て
、
納
税
猶
予
制
度
の
要
件
緩

和
や
手
続
き
の
簡
素
化
が
図
ら

れ
る
な
ど
大
幅
な
見
直
し
が
行

わ
れ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
も
の

の
、
中
小
企
業
が
円
滑
な
事
業
承

継
を
行
う
に
は
ま
だ
不
十
分
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
以
下
の
点

に
つ
い
て
見
直
し
を
求
め
た
い
。

第
三

国
と
地
方
の
あ
り
方
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税
を
き
ち
ん
と
払
い
、
税
の
使

途
に
つ
い
て
も
厳
し
く
監
視
す

る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
税
の
意
義
や
、
税
が
果
た

す
役
割
を
必
ず
し
も
国
民
が
十

分
に
理
解
し
て
い
る
と
は
い
え

な
い
。
こ
の
た
め
、
学
校
教
育

は
も
と
よ
り
、
社
会
全
体
で
租

税
教
育
に
取
り
組
み
、
納
税
意

識
の
向
上
を
図
っ
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

１
．所
得
税
関
係

（
１
）
所
得
税
の
あ
り
方

①
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調

達
機
能
の
回
復

　
　

所
得
税
は
国
民
が
そ
の

所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る

と
い
う
税
の
基
幹
と
も
い

う
べ
き
税
目
で
あ
る
が
、

各
種
控
除
の
拡
大
な
ど
に

よ
り
空
洞
化
が
指
摘
さ
れ

て
久
し
い
。

　
　

ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
競

争
や
就
業
形
態
の
多
様
化

な
ど
の
経
済
社
会
の
構
造

変
化
な
ど
か
ら
、
非
納
税

者
が
増
加
す
る
傾
向
も
あ

る
。
基
幹
税
と
し
て
の
財

源
調
達
機
能
を
回
復
す
る

た
め
に
も
、
所
得
税
・
住

民
税
は
広
く
国
民
全
体
で

負
担
し
て
い
く
も
の
と
す

べ
き
で
あ
る
。

②
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　
　

各
種
控
除
は
、
社
会
構

造
変
化
に
対
応
し
て
合
理

的
な
も
の
に
見
直
す
必
要

が
あ
る
。
特
に
、
人
的
控

除
に
つ
い
て
は
累
次
の
改

正
で
複
雑
化
し
て
い
る
た

め
整
理
・
合
理
化
を
図
る

べ
き
で
あ
る
。

③
個
人
住
民
税
の
均
等
割

は
、
応
益
負
担
原
則
の
観

点
か
ら
適
正
水
準
と
す
べ

き
で
あ
る
。

（
２
）
少
子
化
対
策

　

少
子
化
対
策
は
、
保
育
所

の
充
実
な
ど
本
来
的
に
は
財

政
・
行
政
面
で
総
合
的
な
施

策
を
講
じ
る
こ
と
が
肝
要
で

あ
り
、
税
制
上
の
支
援
措
置

は
そ
の
一
環
と
し
て
検
討
す

べ
き
で
あ
る
。

（
３
）
金
融
所
得
一
体
課
税

  

の
拡
充

　

平
成
25
年
度
税
制
改
正
に

お
い
て
金
融
所
得
一
体
課
税
の

拡
充
が
行
わ
れ
た
が
、
さ
ら
な

る
拡
充
も
検
討
課
題
で
あ
る
。

２
．法
人
税
関
係

（
１
）
同
族
会
社
の
留
保
金
課

税
制
度
の
廃
止

　
　

同
族
会
社
の
留
保
金
課
税

は
、
平
成
19
年
度
税
制
改
正

で
出
資
金
１
億
円
以
下
の
会

社
が
そ
の
適
用
対
象
か
ら
除

外
さ
れ
、
中
小
企
業
に
お
け

る
同
族
会
社
の
留
保
金
課
税

は
実
質
的
に
撤
廃
さ
れ
た

が
、
課
税
制
度
そ
の
も
の
は

未
だ
存
続
し
て
い
る
こ
と
か

ら
廃
止
を
求
め
る
。

（
２
）「
中
小
企
業
者
に
対
す
る

法
人
税
率
の
特
例
」
の
適
用

範
囲

　
　

平
成
23
・
24
年
度
税
制
改

正
大
綱
に
お
い
て
検
討
事
項

と
さ
れ
た
中
小
企
業
者
に
対

す
る
法
人
税
率
の
特
例
（
軽

減
税
率
）
と
租
税
特
別
措
置

の
適
用
範
囲
の
見
直
し
に
つ

い
て
は
、
中
小
企
業
の
活
力

増
大
と
成
長
の
促
進
に
資
す

る
と
の
観
点
か
ら
、
見
直
し

は
行
う
べ
き
で
は
な
い
と
考

え
る
。

（
３
）
知
的
財
産
権
に
起
因
す

る
所
得
に
対
す
る
軽
減
措
置

　
　

研
究
開
発
の
国
際
競
争
力

が
激
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
欧
州
諸

国
な
ど
を
参
考
に
、
知
的
財

１
．
環
境
問
題
に
対
す
る

税
制
上
の
対
応

　

環
境
問
題
に
対
す
る
税
制
上

の
対
応
に
つ
い
て
は
、
国
内
外

の
議
論
の
動
向
、
既
存
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
関
係
税
制
と
の
調
整
を

図
り
つ
つ
、
国
・
地
方
の
役
割

等
、
幅
広
い
観
点
か
ら
時
間
を

か
け
て
慎
重
に
検
討
が
行
わ
れ

る
必
要
が
あ
る
。

２
．納
税
環
境
の
整
備

　

行
財
政
改
革
の
推
進
と
納
税

者
の
利
便
性
向
上
、
事
務
負
担

の
軽
減
を
図
る
た
め
、
国
税
と

課
税
基
準
を
同
じ
く
す
る
法
人

事
業
税
、
法
人
・
個
人
の
道
府

県
民
税
、
市
町
村
民
税
の
申
告

納
税
手
続
き
に
つ
き
、
地
方
消

費
税
の
執
行
と
同
様
に
、
一
層

の
合
理
化
を
図
る
よ
う
求
め
る
。

３
．租
税
教
育
の
充
実

　

税
は
国
や
地
方
が
国
民
に
供

与
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
対
価

で
あ
り
、
国
民
全
体
で
等
し
く

負
担
す
る
義
務
が
あ
る
。ま
た
、

税
目
別
の

　

具
体
的
意
見

第
五

そ  

の  

他

24
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貸倒損失の平準化
貸倒リスクを一定額の保険料負担によ
り保険に転嫁することで、費用を平準化
することが可能となります。
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平成２６年度　税制改正に関する提言
公益財団法人 全国法人会総連合

産
権
に
起
因
す
る
所
得
を
軽

減
す
る
制
度
の
創
設
を
求
め

る
。

３
．相
続
税
・
贈
与
税
関
係

（
１
）
相
続
税
の
負
担
率
は
す

で
に
先
進
主
要
国
並
み
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
上
の

課
税
強
化
は
行
う
べ
き
で
は

な
い
。

（
２
）
贈
与
税
は
経
済
の
活
性
化

に
資
す
る
よ
う
見
直
す
。

①
贈
与
税
の
基
礎
控
除
の
引

き
上
げ

②
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の

特
別
控
除
額
（
２
，５
０

０
万
円
）
の
引
き
上
げ

　
４
．消
費
税
関
係

（
１
）
消
費
税
の
滞
納
防
止

の
強
化

　
　

租
税
全
体
の
滞
納
に
占
め

る
消
費
税
の
割
合
は
依
然
と

し
て
高
く
、
国
民
に
消
費
税

に
対
す
る
不
信
感
を
与
え
る

一
因
と
も
な
っ
て
い
る
。
本

来
、
消
費
税
は
預
り
金
的
な

性
格
を
有
す
る
税
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
今
後
の
消
費
税
率

引
き
上
げ
を
考
慮
す
る
と
、

そ
の
滞
納
防
止
に
向
け
て
、

制
度
、
執
行
面
に
お
い
て
さ

ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要

が
あ
る
。

５
．地
方
税
関
係

（
１
）
固
定
資
産
税
の
抜
本
的

見
直
し

　
　

固
定
資
産
税
に
対
し
て

は
、
長
期
的
な
地
価
の
下
落

に
も
関
わ
ら
ず
負
担
感
が
高

い
と
の
声
が
多
い
。
評
価
方

法
お
よ
び
課
税
方
式
の
抜
本

的
見
直
し
を
求
め
る
。

①
宅
地
の
評
価
は
「
収
益
還

元
価
格
」
で
評
価

②
居
住
用
家
屋
の
評
価
は
経

過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方

法
に
見
直
す

③
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、

非
課
税
と
な
る
範
囲
を
国

税
の
中
小
企
業
の
少
額
減

価
償
却
資
産
（
30
万
円
）

に
ま
で
拡
大
す
べ
き
。
ま

た
、
将
来
的
に
は
廃
止
も

検
討
す
べ
き
。

④
国
土
交
通
省
、
総
務
省
、

国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目

的
に
応
じ
て
土
地
の
評
価

を
行
っ
て
い
る
が
、
行
政

の
効
率
化
の
観
点
か
ら
評

価
体
制
は
一
元
化
す
べ

き
。

（
２
）
事
業
所
税
の
廃
止

　

市
町
村
合
併
の
進
行
に
よ

り
課
税
主
体
が
拡
大
す
る

ケ
ー
ス
も
目
立
つ
。
事
業
所

　

税
は
固
定
資
産
税
な
ど
と

二
重
課
税
的
な
性
格
を
有
す

る
こ
と
か
ら
廃
止
を
求
め

る
。

（
３
）
超
過
課
税

　
　

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、

個
人
で
は
な
く
主
に
法
人
を

課
税
対
象
と
し
て
い
る
う

え
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
課

税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体

も
あ
る
。
課
税
の
公
平
を
欠

く
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き

で
は
な
い
。

（
４
）
法
定
外
目
的
税

　
　

法
定
外
目
的
税
は
、
環
境

対
策
な
ど
の
観
点
か
ら
導
入

さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
い

が
、
こ
う
し
た
独
自
課
税
の

実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
税
の

公
平
性
・
中
立
性
に
反
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る

と
と
も
に
、
税
収
確
保
の
た

め
に
法
人
企
業
に
対
し
て
安

易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
は

な
い
。

６
．そ
の
他

（
１
）
配
当
に
対
す
る
二
重
課

税
の
排
除

　
　

配
当
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
配
当
控
除
制
度
で
法
人
税

と
所
得
税
の
二
重
課
税
の
調

整
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の

不
十
分
で
あ
り
、
さ
ら
な
る

見
直
し
を
求
め
る
。

（
２
）
電
子
申
告
の
推
進

　
　

国
税
電
子
申
告
（
ｅ

－

Ｔ

ａ
ｘ
）の
利
用
件
数
は
、年
々

拡
大
し
て
き
て
い
る
が
、
ま

だ
ま
だ
利
用
率
と
し
て
は
不

十
分
で
あ
り
、
そ
の
普
及
に

取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ

る
。

　
　

さ
ら
な
る
利
用
促
進
に
向

け
て
、
制
度
の
一
層
の
利
便

性
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、

地
方
税
の
電
子
申
告
（
ｅ
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ
）
と
の
一
体
化
の
検

討
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し

て
の
法
人
・
個
人
に
対
す
る

恒
常
的
な
税
額
控
除
制
度
の

創
設
等
の
税
制
措
置
を
求
め

る
。

※
平
成
26
年
度　

税
制
改

正
に
関
す
る
提
言
よ
り

抜
粋
。
全
文
に
つ
い
て

は
、
高
崎
法
人
会
HP
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
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健康情報
　

東
京
・
調
布
市
の
小
学
校
で

昨
年
末
、
５
年
生
の
女
子
学
童

が
給
食
を
食
べ
て
シ
ョ
ッ
ク
死

す
る
と
い
う
事
故
が
起
き
、
食

物
ア
レ
ル
ギ
ー
に
対
す
る
関
心

が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
生

徒
は
乳
製
品
に
ア
レ
ル
ギ
ー
が

あ
り
、
特
別
食
が
配
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
、
お
か
わ
り
に
担
任

教
師
が
誤
っ
て
チ
ー
ズ
の
入
っ

た
一
般
食
を
渡
し
、
死
を
招
き

ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
最
近
は
子
供
の

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
が
増
え
続
け

て
い
ま
す
が
、
３
大
原
因
食
と

呼
ば
れ
る
の
は
卵
、牛
乳
、そ
し

て
小
麦
で
す
。い
ず
れ
も
子
供
の

成
長
に
深
く
関
与
し
て
い
る
栄

養
食
品
な
の
で
、
家
族
は
勿
論

の
こ
と
、
学
校
関
係
者
も
頭
を

痛
め
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

子
供
の
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
は

長
ず
る
に
つ
れ
て
治
ま
っ
た

り
、
症
状
が
軽
く
な
っ
た
り
す

る
の
が
一
般
的
で
す
が
、そ
の
ま

ま
引
き
ず
っ
て
一
生
完
治
し
な

い
人
も
い
れ
ば
、大
人
に
な
っ
て

突
然
、発
症
す
る
人
も
い
ま
す
。

　

今
や
国
民
病
と
言
わ
れ
て
い

る
花
粉
症
も
そ
う
で
す
が
、
ア

レ
ル
ギ
ー
は
な
ぜ
起
き
る
の
か
、

と
い
う
仕
組
み
が
ま
だ
詳
し
く

解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、極
め

て
厄
介
な
問
題
な
の
で
す
。

　

３
年
前
に「
茶
の
し
ず
く
」と

い
う
化
粧
石
鹸
を
使
っ
て
、
顔

が
腫
れ
た
り
す
る
被
害
者
が
続

出
す
る
騒
ぎ
が
あ
っ
た
の
を
、

覚
え
て
い
る
方
は
い
る
で
し
ょ

う
か
。
こ
れ
は
石
鹸
に
小
麦
の

成
分
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
、

小
麦
ア
レ
ル
ギ
ー
を
ず
っ
と
抱

え
て
い
た
成
人
女
性
の
多
く

に
、被
害
が
及
ん
だ
の
で
し
た
。

不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
の
石
鹸

を
使
用
し
て
顔
が
腫
れ
上
が
っ

た
後
、
パ
ン
な
ど
の
小
麦
食
品

を
食
べ
て
も
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応

を
起
こ
す
よ
う
に
な
っ
た
人
も

い
た
よ
う
で
す
。
裁
判
に
も

な
っ
て
い
る
こ
の
事
件
の
最
大

の
争
点
は
、
製
造
元
が
小
麦
の

成
分
表
示
を
し
て
い
な
か
っ
た

こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　

「
茶
の
し
ず
く
」は
た
ま
た
ま

石
鹸
で
し
た
が
、
食
べ
物
に
な

る
と
さ
ら
に
難
し
い
問
題
が
山

積
し
て
い
ま
す
。
現
代
社
会
で

は
多
く
の
食
品
を
混
合
し
た
加

工
食
品
が
出
回
っ
て
い
て
、何
が

使
わ
れ
て
い
る
の
か
、
消
費
者

に
は
分
か
ら
な
い
こ
と
も
多
々

あ
り
ま
す
。そ
こ
で
国
は
、患
者

発
生
の
多
い「
卵
、乳
、小
麦
、そ

ば
、落
花
生
、え
び
、か
に
」の
７

品
目
に
つ
い
て
は
、
原
材
料
の

表
示
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

乳
は
圧
倒
的
に
牛
乳
が
多
い
の

で
す
が
、
ヤ
ギ
乳
な
ど
も
含
ま

れ
、
チ
ー
ズ
や
バ
タ
ー
な
ど
の

乳
製
品
も
こ
こ
に
入
り
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
義
務
制
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
表
示
す
る
の
が
望

ま
し
い
と
奨
励
さ
れ
て
い
る
も

の
が
17
品
目
あ
り
ま
す
。
魚
類

で
は
サ
バ
、イ
カ
な
ど
。肉
は
ウ

シ
、
ブ
タ
な
ど
。
果
物
は
バ
ナ

ナ
、
キ
ウ
イ
な
ど
。
さ
ら
に
大

豆
、
ヤ
マ
イ
モ
か
ら
マ
ツ
タ
ケ

も
入
っ
て
い
ま
す
。
ア
レ
ル

ギ
ー
を
起
こ
す
食
品
が
い
か
に

多
い
の
か
、驚
く
ば
か
り
で
す
。

　

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
症
状
は

実
に
様
々
で
、軽
け
れ
ば
発
疹
、

吐
き
気
、発
熱
、腹
痛
な
ど
で
済

み
ま
す
が
、
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ

シ
ー
と
呼
ば
れ
る
全
身
症
状
が

起
き
る
と
血
圧
低
下
、
呼
吸
困

難
、
意
識
障
害
な
ど
で
危
険
な

状
態
に
な
り
ま
す
。
ア
レ
ル

ギ
ー
を
持
つ
人
の
割
合
は
把
握

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
一
応
は

赤
ち
ゃ
ん
だ
と
10
％
、
小
学
生

以
上
は
大
人
も
含
め
１
～
３
％

が
要
注
意
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
実
際
に
は
も
っ
と
多
い

は
ず
と
指
摘
す
る
研
究
者
も
数

多
く
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の

が
、
近
年
、
大
人
に
な
っ
て
突

然
、
ア
レ
ル
ギ
ー
発
症
す
る
人

が
増
え
て
い
る
と
い
う
臨
床
現

場
か
ら
の
報
告
で
す
。
原
因
食

は
子
供
と
違
っ
て
、リ
ン
ゴ
、モ

モ
、ナ
シ
な
ど
の
果
物
に
多
く
、

野
菜
で
も
あ
る
よ
う
で
す
。
重

篤
な
症
状
に
な
る
人
は
い
な
い

そ
う
で
す
が
、
ま
た
新
た
な
問

題
提
起
が
さ
れ
、
対
応
が
急
が

れ
て
い
ま
す
。

近
年
は
果
物
を
食
べ
て　
　
　

　

発
症
す
る
大
人
が
増
加
と
か

大
人
の
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て

医
療
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト　

大　

谷　

克　

弥

子
供
の
３
大
原
因
食
は
、　

栄
養
い
っ
ぱ
い
の

　
　
　
　

卵
、牛
乳
、小
麦

法人会会員企業にお勤めの皆様には、お一人からでも集団取扱の割安な保険料でご加入いただけます。

群馬支社
〒370-0841　高崎市栄町16-11　高崎イーストタワー13Ｆ

法人会フリーダイヤル 0120-876-505

■引受保険会社（お問い合わせ先）

がん保険なら 医療保険なら
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最近の話題から
　

日
本
最
古
の
和
歌
集
で
あ
る

万
葉
集
で
も
「
夏
や
せ
対
策
に

食
べ
る
と
い
い
」
と
詠
ま
れ
る

な
ど
、
古
く
か
ら
体
力
回
復
に

効
果
抜
群
と
親
し
ま
れ
て
き
た

「
ウ
ナ
ギ
」
が
危
機
に
瀕
し
て

い
ま
す
。
稚
魚
の
漁
獲
量
の
大

幅
減
少
で
、
価
格
が
高
騰
し
て

庶
民
か
ら
縁
遠
く
な
っ
た
だ
け

で
な
く
、
今
年
２
月
に
環
境
省

の
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
で
絶
滅
危
惧

種
に
指
定
さ
れ
た
ほ
ど
。
も
う

ウ
ナ
ギ
は
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。
い

や
ご
安
心
を
。
実
は
絶
滅
回
避

に
つ
な
が
る
大
発
見
が
あ
っ
た

の
で
す
。

　

世
界
的
ウ
ナ
ギ
博
士
と
呼
ば

れ
て
い
る
塚
本
勝
巳
・
東
京
大

学
大
気
海
洋
研
究
所
教
授
ら
の

研
究
チ
ー
ム
は
昨
年
末
、
「
体

内
の
窒
素
同
位
体
を
分
析
し
た

結
果
、
天
然
ウ
ナ
ギ
の
幼
生
は

マ
リ
ン
ス
ノ
ー
を
餌
と
し
て
い

る
こ
と
を
突
き
止
め
た
」
と
発

表
し
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
聞
い

た
だ
け
で
は
た
い
し
た
こ
と
で

な
さ
そ
う
に
感
じ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
実
際
は
非
常
に
重

要
な
研
究
成
果
で
し
た
。

　

ウ
ナ
ギ
は
北
西
太
平
洋
の
マ

リ
ア
ナ
諸
島
沖
で
産
卵
し
、
孵

化
す
る
と
柳
の
葉
の
よ
う
な
体

形
の
幼
生
、
レ
プ
ト
セ
フ
ァ
ル

ス
に
な
り
ま
す
。
北
赤
道
海
流

と
黒
潮
に
乗
っ
て
北
上
し
な
が

ら
稚
魚
の
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
に
変

態
し
、
日
本
の
河
川
で
成
魚

に
。
成
熟
す
る
と
再
び
海
に
降

り
て
、
マ
リ
ア
ナ
沖
の
産
卵
場

へ
向
か
い
ま
す
。

　

現
在
、
国
内
外
で
行
わ
れ
て

い
る
ウ
ナ
ギ
養
殖
は
、
稚
魚
を

沿
岸
で
捉
え
て
成
長
さ
せ
る

「
畜
養
」
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

稚
魚
は
不
漁
が
続
い
て
お
り
、

採
捕
量
は
昭
和
38
年
の
２
３
２

ト
ン
を
ピ
ー
ク
に
下
落
の
一

途
。
昨
年
は
過
去
最
低
の
９
ト

ン
ま
で
落
ち
込
み
ま
し
た
。
こ

の
影
響
で
稚
魚
の
卸
価
格
は
10

年
前
に
比
べ
て
十
数
倍
の
１
キ

ロ
２
０
０
万
円
以
上
に
も
高
騰

し
て
い
ま
す
。
庶
民
か
ら
縁
遠

く
な
っ
て
当
た
り
前
で
す
ね
。

　

こ
の
状
況
を
解
決
す
る
た
め

に
、
養
鰻
場
で
卵
か
ら
人
工
孵

化
さ
せ
た
幼
生
を
稚
魚
、
成
魚

と
育
て
、
ま
た
採
卵
し
て
人
工

孵
化
さ
せ
る
サ
イ
ク
ル
を
繰
り

返
す
「
完
全
養
殖
」
の
実
現
が

急
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

完
全
養
殖
は
、
ク
ロ
マ
グ
ロ

な
ど
で
は
す
で
に
確
立
し
て
い

る
技
術
で
す
。
け
れ
ど
ウ
ナ
ギ

の
場
合
は
、
成
熟
し
た
成
魚
か

ら
採
卵
し
て
人
工
孵
化
さ
せ
る

技
術
も
、
稚
魚
を
育
て
る
ノ
ウ

ハ
ウ
も
確
立
し
て
い
る
の
に
実

現
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
は
、
幼
生
が
自
然
界
で

何
を
食
べ
て
い
る
の
か
分
か
ら

ず
、
育
て
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら

で
す
。
塚
本
教
授
に
よ
る
と
、

暫
定
的
に
ア
ブ
ラ
ツ
ノ
ザ
メ
の

卵
な
ど
を
与
え
て
み
た
け
れ

ど
、
１
か
月
で
９
割
が
死
ん
で

し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
幼
生
の
餌
が
判

明
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
切
れ
て

い
た
完
全
養
殖
サ
イ
ク
ル
の
輪

が
つ
な
が
り
、
天
然
資
源
に
一

切
頼
ら
な
い
ウ
ナ
ギ
養
殖
の
実

現
に
一
歩
近
づ
け
ま
す
。
ウ
ナ

ギ
の
安
定
供
給
や
低
価
格
化
に

も
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
マ
リ
ン
ス
ノ
ー
と

は
、
海
中
を
ゆ
ら
ゆ
ら
と
舞
っ

て
雪
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か

ら
名
付
け
ら
れ
た
白
っ
ぽ
い
物

質
で
、
そ
の
正
体
は
動
物
プ
ラ

ン
ク
ト
ン
や
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト

ン
の
死
骸
で
す
。

　

け
れ
ど
、
こ
れ
を
幼
生
が
食

べ
る
と
分
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、

い
ち
い
ち
北
赤
道
海
流
や
黒
潮

か
ら
マ
リ
ン
ス
ノ
ー
を
採
取
し

て
く
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
。
大
変
な
コ
ス
ト
が
か
か
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

塚
本
教
授
は
今
後
の
課
題
と

し
て
「
マ
リ
ン
ス
ノ
ー
を
構
成

す
る
成
分
や
粒
の
大
き
さ
、
状

態
な
ど
を
詳
細
に
分
析
し
て
、

最
適
か
つ
実
用
的
な
養
殖
用
の

餌
を
模
索
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
す
」
と
話
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
餌
が
分
か

ら
な
い
状
態
だ
っ
た
た
め
、
幼

生
の
成
育
に
適
し
た
環
境
が
ど

う
い
う
も
の
か
も
不
明
で
、
塚

本
教
授
も
「
ま
だ
や
る
こ
と
は

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
よ
」
と
笑

い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
研

究
成
果
が
日
本
の
ウ
ナ
ギ
食
文

化
を
守
る
上
で
、
大
き
な
一
歩

と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。 

天
然
ウ
ナ
ギ
の
謎
を
解
明

　
　
　
　
　

  

低
価
格
、
安
定
供
給
実
現
へ

産
経
新
聞
科
学
部
記
者

伊
藤
壽
一
郎

マ
リ
ン
ス
ノ
ー
が
餌
だ
っ
た

切
れ
た
輪
が
つ
な
が
る

解
決
す
べ
き
課
題
も

有限会社
MAKE HAPPY by SMILE OFFICE

群馬県高崎市新保町 163 番地 

TEL.027-360-5888 FAX.027-360-5858

経営計画をつくり「先を見せる」会社です
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最近の話題から
　

い
つ
起
こ
っ
て
も
不
思
議
で

は
な
い
と
さ
れ
る
首
都
直
下
型

地
震
や
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地

震
。
中
国
で
は
鳥
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
（
Ｈ
７
Ｎ
９
型
）
の
感
染

拡
大
が
続
い
て
い
る
。
「
人
か

ら
人
」
へ
の
感
染
が
確
認
さ
れ

れ
ば
、
渡
航
者
を
介
し
て
日
本

で
も
一
気
に
感
染
が
広
が
る
恐

れ
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
不
測
の
事
態
に
備

え
、
企
業
は
事
業
継
続
計
画

（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
＝BusinessContinuity

 
Plan

）
を
策
定
し
て
お
く
必

要
が
あ
ろ
う
。
と
く
に
本
社
な

ど
に
拠
点
が
限
ら
れ
る
中
小
企

業
で
は
リ
ス
ク
分
散
が
難
し

く
、
計
画
の
有
無
が
明
暗
を
分

け
る
こ
と
も
あ
る
。

　

Ｂ
Ｃ
Ｐ
が
通
常
の
防
災
対
策

と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
文
字
ど

お
り
、
事
業
継
続
を
主
眼
に
し

て
い
る
点
に
あ
る
。
被
災
時
に
ど

の
事
業
を
優
先
復
旧
さ
せ
る
か

を
決
め
て
お
き
、
最
少
負
担
と

最
短
時
間
で
復
旧
を
目
指
す
。

　

そ
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
平

時
か
ら
安
否
確
認
や
避
難
、
指

揮
命
令
の
方
法
を
社
内
で
共
有

し
、
食
料
備
蓄
、
代
替
生
産
先

の
確
保
、
在
宅
勤
務
の
仕
組
み

づ
く
り
な
ど
の
対
策
を
講
じ
て

お
く
。
た
だ
し
、
手
順
や
制
度

を
文
章
化
し
た
だ
け
で
は
、
絵

に
描
い
た
餅
に
過
ぎ
な
い
。
教

育
、
訓
練
、
演
習
を
繰
り
返
し

な
が
ら
、
計
画
の
弱
点
を
補
強

し
組
織
に
浸
透
さ
せ
る
、
レ
ベ

ル
ア
ッ
プ
の
サ
イ
ク
ル
を
定
着

さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
だ
。

　

企
業
の
存
続
と
競
争
力
維
持

に
Ｂ
Ｃ
Ｐ
が
欠
か
せ
な
い
時
代

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
小
企
業

で
は
震
災
後
も
普
及
は
あ
ま
り

進
ん
で
い
な
い
。

　

中
小
企
業
庁
が
２
０
１
２
年

度
に
実
施
し
た
調
査
に
よ
れ

ば
、
中
小
企
業
で
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を

「
策
定
済
み
」
と
回
答
し
た
の

は
10
％
に
過
ぎ
ず
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
そ

の
も
の
を
「
知
ら
な
い
」
が
半

数
を
超
え
る
。「
カ
ネ
が
か
か
る
」

「
人
材
や
ノ
ウ
ハ
ウ
が
足
ら
な

い
」
な
ど
の
理
由
で
尻
込
み
し

て
い
る
企
業
も
少
な
く
な
い
。

　

中
小
企
業
は
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン

に
よ
り
意
思
決
定
が
早
く
、
組

織
の
小
回
り
が
利
く
。
復
旧
や

継
続
を
優
先
す
る
事
業
も
限
ら

れ
る
た
め
、
簡
易
な
対
策
で
効

果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
日
本
大
震
災
で
は
、
設
備
を

被
災
し
た
町
工
場
が
Ａ
４
判
用

紙
に
「
今
す
ぐ
で
き
る
加
工
、
で

き
な
い
加
工
」
を
記
し
て
取
引

先
に
フ
ァ
ッ
ク
ス
送
信
し
た
と

こ
ろ
、
重
宝
が
ら
れ
、
受
注
を
維

持
で
き
た
と
い
う
事
例
も
あ

る
。
こ
れ
も
立
派
な
Ｂ
Ｃ
Ｐ
だ
。

　

中
小
企
業
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
で
は
、

事
業
継
続
の
肝
に
な
る
と
こ
ろ

か
ら
始
め
る
の
が
現
実
的
と
い

え
る
。
被
災
の
程
度
に
応
じ
て

誰
が
何
を
や
る
か
、
初
動
対
応

を
確
認
し
て
お
く
だ
け
で
も
効

果
が
あ
ろ
う
。
本
社
工
場
が
大

き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
た
時
の

代
替
生
産
先
と
し
て
、
「
遠
方

の
同
業
者
」
と
災
害
時
の
相
互

援
助
協
定
を
結
ん
で
お
く
と
こ

ろ
ま
で
い
け
ば
、
被
害
が
広
域

か
つ
甚
大
な
巨
大
地
震
に
も
対

応
で
き
る
。

　

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
初

期
段
階
で
の
ウ
イ
ル
ス
の
封
じ

込
め
が
カ
ギ
に
な
る
。
国
内
に

感
染
が
広
が
り
出
し
た
ら
、
時

差
通
勤
の
導
入
で
従
業
員
が
人

と
接
す
る
機
会
を
減
ら
す
、
優

先
度
の
高
い
設
備
だ
け
動
か

し
、
自
宅
待
機
さ
せ
る
従
業
員

を
増
や
す
、
な
ど
の
対
策
が
企

業
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
数
か
月

に
わ
た
り
事
業
活
動
の
停
滞
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
事
態
も
想
定

し
、
押
印
不
要
の
稟
議
な
ど
、

在
宅
勤
務
の
仕
組
み
を
整
え
、

い
つ
で
も
移
行
で
き
る
よ
う
に

し
て
お
き
た
い
。

　

中
小
企
業
で
は
、
外
部
の
専

門
家
に
作
ら
せ
た
90
点
の
Ｂ
Ｃ

Ｐ
よ
り
、
社
長
が
陣
頭
指
揮
し

て
従
業
員
の
全
員
参
加
で
練
り

上
げ
た
30
点
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
方

が
、
い
ざ
と
い
う
と
き
役
に
立

つ
。
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
知
ら
な
い
企
業

は
、
明
日
か
も
し
れ
な
い
そ
の

日
の
た
め
に
、
今
日
か
ら
準
備

を
始
め
た
い
。

中
小
企
業
こ
そ
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
事
業
継
続
計
画
）

日
刊
工
業
新
聞
社
論
説
委
員
長

岡
田　

直
樹

中
小
企
業
で
は
震
災
後
も

Ｂ
Ｃ
Ｐ
を「
知
ら
な
い
」が
過
半

優
先
度
の
高
い
と
こ
ろ
か
ら　

　
　
　
　
　
　
　
　

手
作
り
で

ご来店・お電話お待ちしております。

（アメリカンファミリー生命）

問屋街

ヤオコー

長泉寺

高
崎
貨
物

ア
オ
キ

植
原
整
形

　
　

外
科

至高崎駅

北高崎駅

N

http://www.idasogo.co.jp
master@idasogo.co.jp
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税
に
関
す
る

絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル

　

応
募
作
品
（
１
３
４
３
点
）

の
展
示
を
夏
休
み
期
間
を
利
用

し
て
行
い
ま
し
た
。

高
崎
市
役
所
（
８
／
20
～
８
／
28
）

渋
川
市
役
所
（
７
／
23
～
７
／
30
）

安
中
市
文
化
セ
ン
タ
ー

（
７
／
24
～
８
／
２
）

　

小
学
生
が
一
生
懸
命
に
描
き

あ
げ
た
発
想
力
豊
か
な
夢
の
あ

る
作
品
を
広
く
、
た
く
さ
ん
の

方
々
に
見
て
い
た
だ
き
、
税
に

よ
り
一
層
の
関
心
を
も
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

い
ち
ご
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

～
無
理
な
く
節
電
～

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
二
年
半

が
経
過
し
、
電
力
需
給
の
状
況

は
改
善
し
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、

私
た
ち
は
日
常
生
活
で
の
節
電

を
継
続
的
に
取
り
組
ん
で
い
く

こ
と
が
必
要
で
す
。

　

女
性
部
会
で
は
、
全
法
連
女

連
協
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
昨
夏

に
引
き
続
き
今
年
も
各
地
区
の

お
祭
り
・
イ
ベ
ン
ト
等
で
約
２

千
本
の
「
節
電
う
ち
わ
」
を
配

布
し
、
使
用
電
力
の
削
減
を
呼

び
掛
け
ま
し
た
。

　

法
人
会
で
は
、
会
員
企
業
の

ご
協
力
の
も
と
、
税
務
研
修
会

等
で
使
用
す
る
税
務
テ
キ
ス
ト

を
発
刊
し
て
い
ま
す
。
こ
の
テ

キ
ス
ト
類
は
研
修
会
や
説
明
会

で
皆
様
に
無
料
で
ご
提
供
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

研
修
会
に
ご
参
加
い
た
だ
け

な
い
場
合
、
各
地
区
会
の
事
務

局
へ
お
越
し
い
た
だ
け
れ
ば
無

料
で
お
渡
し
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
の
で
ご
入
用
の
際
は
、
法

人
会
の
各
事
務
局
へ
お
問
い
合

せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
各
テ
キ
ス
ト
は
数
に

限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
在

庫
切
れ
の
場
合
は
ご
容
赦
く
だ

さ
い
。

・
高
崎
法
人
会
事
務
局
電
話

０
２
７

－

３
６
３

－

４
５
２
６

女性部会

・
第
四
回　

税
に
関
す
る
絵
は
が
き
作
品
を
展
示

・
い
ち
ご
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト「
節
電
う
ち
わ
」を
配
布

※

「
い
ち
ご
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
は
？

「
い
ち
ご
」
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
は
、
一
昨
年
夏
の
節

電
目
標
「
15
％
」
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
い
ち
ご

は
「
毎
年
実
を
つ
け
る
多
年
草
」
で
あ
り
、
そ
の

イ
メ
ー
ジ
を
、
毎
年
女
性
部
会
が
継
続
的
に
取
り

組
む
社
会
貢
献
活
動
に
重
ね
ま
し
た
。

※

「
い
ち
ご
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
は
？

「
い
ち
ご
」
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
は
、
一
昨
年
夏
の
節

電
目
標
「
15
％
」
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
い
ち
ご

は
「
毎
年
実
を
つ
け
る
多
年
草
」
で
あ
り
、
そ
の

イ
メ
ー
ジ
を
、
毎
年
女
性
部
会
が
継
続
的
に
取
り

組
む
社
会
貢
献
活
動
に
重
ね
ま
し
た
。

部会だより・テキストのご紹介

法
人
会
の
税
務
テ
キ
ス
ト
の
ご
紹
介

法
人
会
の
税
務
テ
キ
ス
ト
の
ご
紹
介

法
人
会
の
税
務
テ
キ
ス
ト
の
ご
紹
介

▼

会
社
の
決
算
・
申
告
の
実
務

　
　
（
Ｂ
５
版　

64
ペ
ー
ジ
）

▼

会
社
取
引
を
め
ぐ
る

　
　
　
　
　
　

税
務
Ｑ
＆
Ａ

　
　
（
Ａ
４
版　

31
ペ
ー
ジ
）

▼

平
成
25
年
度

　

税
制
改
正
の
あ
ら
ま
し

　
　
（
Ａ
４
版　

32
ペ
ー
ジ
）

▼

源
泉
所
得
税

　
　
　

実
務
の
ポ
イ
ン
ト

　
　
（
Ａ
４
版　

31
ペ
ー
ジ
）
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地区会だより・会員企業紹介

渋　川

有
限
会
社
梅
月

会
員
企
業
紹
介

一
、
所
在
地

渋
川
市
渋
川
二
一
六
七

℡
〇
二
七
九

－

二
二

－

〇
一
四
三

二
、
事
業
概
要

　

割
烹
梅
月
は
長
年
、
地
域

の
方
々
に
御
愛
用
い
た
だ
き

営
業
し
て
お
り
ま

す
。

　

事
業
内
容
は
、

伝
統
を
重
ん
じ
る

和
食
を
中
心
に
ご

宴
会
、
ご
商
談
、

祝
事
、
ご
法
事
、

配
達
用
弁
当
と
お

客
様
の
様
々
な
要

望
に
お
応
え
し
て

お
り
ま
す
。
全
室

個
室
に
な
っ
て
お

り
ま
す
の
で
、
特

別
な
集
り
の
ご
使

用
に
は
最
適
で
は

な
い
か
と
思
い
ま

す
。

　

又
一
階
の
個
室
は
庭
を
眺

め
な
が
ら
の
食
事
に
は
お
す

す
め
で
す
。
大
勢
の
宴
会
に

は
二
階
、
最
大
七
〇
名
様
ま

で
収
容
で
き
る
部
屋
を
ご
用

意
で
き
ま
す
。

三
、
経
営
理
念
・
会
社
Ｐ
Ｒ

①
日
本
の
食
文
化
の
継
続
と

発
展
に
努
め
ま
す
。

②
日
本
料
理
に
よ
り
、
心
豊

か
に
な
り
ま
す
よ
う
努
め

ま
す

代表取締役

阿部　清

▼

店
舗
外
観

高
崎
地
区
会
の
17
支
部
で

  

今
後
の
事
業
計
画
等
に
つ
い
て

　
　
　
　

会
議
が
開
か
れ
ま
し
た

高崎高崎

ど
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
話
し

合
わ
れ
ま
し
た
。

　

特
に
、
新
法
人
移
行
に
伴
う

事
業
形
態
の
変
化
の
必
要
性
な

ど
を
考
慮
し
、
積
極
的
に
今
後
の

支
部
ひ
い
て
は
、
法
人
会
の
あ
り

方
等
の
議
論
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
25
年
９
月
、
高
崎
地
区
会

を
構
成
す
る
17
支
部
の
役
員
会

が
、
そ
れ
ぞ
れ
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

会
議
の
中
で
は
、
支
部
の
会

員
の
皆
様
の
現
状
や
今
後
の
会

員
増
強
運
動
の
方
法
、
高
崎
地

区
会
で
行
う
社
会
貢
献
活
動
な

⑤佐野
⑮
南

⑭東

⑨豊岡

⑬西
⑪長野郷

⑰八幡

①片岡 ⑫南部

⑧東部

⑦塚沢

⑥中央

②北

⑩中尾

⑯矢中

③倉賀野

④高南

【高崎地区会17支部図】

ご入会をご希望の方は法人会事務局まで
お問い合わせください。

法人会は「健全な経営」「正しい納税」「社会貢献」をテーマに
活動をすすめる全国１００万社の、会員組織です。

会　員
募集中

社団法人高崎法人会　事務局
　TEL：027-363-4526
　http://www.takasaki-hojinkai.com/
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榛　東

株
式
会
社
一
倉
製
作
所

会
員
企
業
紹
介

一
、
所
在
地

北
群
馬
郡
榛
東
村

広
馬
場
一
五
二
七

℡
〇
二
七
九

－

五
四

－

二
二
二
二

二
、
事
業
概
要

　

昭
和
39
年
の
創
業
以
来
、

化
粧
品
容
器
や
自
動
車
部

品
、
コ
ネ
ク
タ
ー
な
ど
の
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
部
品
の
金
型
製

作
か
ら
射
出
成
形
・
組
み
立

て
ま
で
の
生
産
を
一
貫
し
て

手
掛
け
、
現
在
に
至
っ
て
お

り
ま
す
。

三
、
経
営
理
念
・
会
社
Ｐ
Ｒ

　

「
お
客
様
に
喜
ん
で
い
た

だ
け
る
製
品
」
を
、高
品
質
・

高
精
度
・
短
納
期
で
お
届
け

し
ま
す
。

　

常
に
技
術
力
向
上
に
努

め
、
平
成
13
年
に
は
世
界
初

の
樹
脂
製
マ
ス
カ
ラ
ブ
ラ
シ

の
開
発
・
生
産
を
開
始
し
、

微
細
成
形
加
工
の
研
究
や
産

官
学
連
携
に
も
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

「
も
の
づ
く
り
」
が
大
好

き
な
私
た
ち
は
、「
誠
実
な

姿
勢
」
と
「
創
意
工
夫
」
を

モ
ッ
ト
ー
に
、
日
々
研
究
・

改
善
を
繰
り
返
し
て
い
ま

す
。

代表取締役

一倉良仲自動車・オートバイ部品自動車・オートバイ部品自動車・オートバイ部品

樹脂製マスカラブラシ樹脂製マスカラブラシ樹脂製マスカラブラシ

会員企業紹介

箕　郷

有
限
会
社
久
保
印
刷

会
員
企
業
紹
介

一
、
所
在
地

高
崎
市
箕
郷
町

西
明
屋
九
八
三

－

一
〇

℡
〇
二
七

－

三
七
一

－

六
八
二
八

二
、
事
業
概
要
・
会
社
Ｐ
Ｒ

　

昭
和
35
年
に
先
代
が
高
崎

市
請
地
町
に
て
創
業
し
、
平

成
元
年
に
法
人
設
立
を
機
に

現
在
地
に
移
転
。
お
か
げ
さ

ま
を
も
ち
ま
し
て
今
年
で
法

人
設
立
後
25
周
年
と
な
り
ま

し
た
。

　

名
刺
、
帳
票
類
、
名
簿
、

チ
ラ
シ
、
封
筒
な
ど
の
印
刷

代表取締役

久保隆之

物
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
が
、

近
年
で
は
商
品
撮
影
に
も
力

を
入
れ
、
ス
タ
ジ
オ
撮
影
の

他
、
出
張
撮
影
も
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
撮
影
後
の
画
像

処
理
で
は
お
客
様
の
ニ
ー
ズ

に
合
わ
せ
て
細
部
に
わ
た
る

加
工
が
出
来
る
体
勢
を
と
っ

て
い
ま
す
。

三
、
経
営
理
念

①
誠
意
を
持
っ
て
仕
事

を
し
、
地
域
社
会
に

貢
献
す
る
。

②
お
客
様
の
繁
栄
が
当

社
の
存
在
価
値
。
そ

の
結
果
、
持
続
的
な

成
長
が
続
け
ら
れ
る

会
社
を
作
る
。

製品例社屋外観 製品例社屋外観 製品例社屋外観

会員企業をサポートする会員企業をサポートする

ＡＡ ＩＩ ＵのリスクソリューションＵのリスクソリューション

企業防衛・福利厚生目的に法人会のビジネスガードシリーズ

お問い合わせ先

Ａ Ｉ Ｕ 損害保険株式会社 群馬支店
〒371-0805 群馬県 前橋市南町3-9-5 大同生命前橋ﾋﾞﾙ 6F
代表：０２７－２２３－５７７１ ＦＡＸ：０２７－２２３－６０９４
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会員企業紹介

倉　渕

追
川
工
業
株
式
会
社

会
員
企
業
紹
介

一
、
所
在
地

高
崎
市
倉
渕
町

三
ノ
倉
二
〇
一
六

℡
〇
二
七

－

三
七
八

－

四
一
七
〇

二
、
事
業
概
要

　

総
合
建
設
業

土
木
事
業…

道
路
工
事
・
河

川
改
修
・
治
山
工
事
・
砂
防

ダ
ム
等
の
施
工
。

建
築
事
業…

一
般
住
宅
、
市
営

住
宅
の
建
築
・
住
宅
の
解
体
。

水
道
事
業…

住
宅
の
水
漏

れ
、
配
管
等
。

電
気
事
業…

住
宅
の
配
線
・

太
陽
光
発
電
設
置
。

フ
イ
ル
ム
施
工
事
業…

遮
熱

フ
イ
ル
ム
・
防
犯
フ
イ
ル
ム

の
貼
付
。

　

な
ど
、
幅
広
い
分
野
に
て

営
業
し
て
お
り
ま
す

三
、
経
営
理
念
・
会
社
Ｐ
Ｒ

　

い
つ
で
も
顧
客
の
立
場
に

立
っ
て
良
質
の
満
足
の
い
く

製
品
作
り
に
努
め
信
頼
さ
れ

る
企
業
を
目
指
す
た
め
、
社

員
一
同
精
一
杯
努
力
し
て
い

く
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
に
日
々

頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す

　

ま
た
、
地
域
に
密
着
し
た

経
営
を
目
指
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

社
員
一
同
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

吉　井

株
式
会
社
ユ
ウ.

ベ
ル

会
員
企
業
紹
介

一
、
所
在
地

高
崎
市
山
名
町
一
三
二
九

－

二

℡
〇
二
七

－

三
四
六

－

二
四
六
〇

二
、
事
業
概
要

　

当
社
は
、
昭
和
35
年
創
業

の
鋳
物
型
メ
ー
カ
ー
で
、
木

型
に
よ
る
半
自
動
の
鋳
物
造

型
か
ら
徐
々
に
製
品
が
金
属

に
変
わ
り
金
型
・
ア
ル
ミ
鋳

造
に
取
組
む
こ
と
と
な
っ
た
。

当
時
は
金
型
が
主
流
で
、
シ
ェ

ル
中
子
を
製
造
し
て
い
る
会

社
は
少
な
く
売
上
規
模
は

微
々
た
る
も
の
だ
っ
た
。
時

代
の
変
遷
と
と
も
に
、
シ
ェ

ル
中
子
も
１
つ
の
製
品
に
対

し
１
つ
必
要(

消
失
模
型)

と

な
り
シ
ェ
ル
中
子
も
大
量
生

産
の
時
代
と
な
っ
た
。
平
成

元
年
に
新
工
場
を
建
設
し
製

造
工
場
を
一
つ
に
統
合
、
金

型
と
シ
ェ
ル
中
子
の
双
方
の

営
業
が
可
能
な
体
制
と
し
た
。

三
、
経
営
理
念
・
会
社
Ｐ
Ｒ

　

現
社
長
、
鈴
木
均
は
昭
和

57
年
に
入
社
、
平
成
２
年
に

代
表
取
締
役
に
就
任
し
、
ベ

ト
ナ
ム
人
実
習
生
８
名
を
受

け
入
れ
販
売
及
び
シ
ェ
ル
中

子
製
造
技
術
を
教
授
し
て
い

る
。
現
在
、
当
社
は
金
型
生

産
に
お
い
て
蓄
え
た
型
技
術

の
基
盤
の
上
に
、「
シ
ェ
ル

中
子
」
製
造
技
術
を
複
合
さ

せ
、「
タ
ー
ボ
チ
ャ
ー
ジ
ャ
ー
」

の
シ
ェ
ル
中
子
生
産
分
野
で

国
内
で
も
類
を
見
な
い
コ

ア
・
コ
ン
ピ
タ
ン
ス
を
確
立

し
て
い
る
。
平
成
24
年
２
月

に
「
精
密
シ
ェ
ル
中
子
生
産

に
よ
る
高
付
加
価
値
経
営
の

推
進
」
に
て
群
馬
県
の
経
営

革
新
計
画
を
取
得
し
て
い

る
。

代表取締役

鈴木　均

▼

シ
ェ
ル
中
子
成
型
の
様
子

▼

シ
ェ
ル
中
子
成
型
の
様
子

▼

シ
ェ
ル
中
子
成
型
の
様
子

代
表
取
締
役

　
　

追
川　

悦
子

法人会会員企業にお勤めの皆様には、お一人からでも集団取扱の割安な保険料でご加入いただけます。

群馬支社
〒370-0841　高崎市栄町16-11　高崎イーストタワー13Ｆ

法人会フリーダイヤル 0120-876-505

■引受保険会社（お問い合わせ先）

がん保険なら 医療保険なら



て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
行
事

　

プ
ロ
野
球
の

公
式
戦
見
学
ツ

ア
ー
や
高
崎
支

部
内
の
青
年

部
・
女
性
部
と

共
同
で
の
ソ
フ

ト
ボ
ー
ル
大
会

の
開
催
等
、
野

球
部
と
し
て
の

レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
行
事
も

多
く
行
っ
て
お

り
ま
す
。
今
年

は
７
月
に
バ
ー

ベ
キ
ュ
ー
、
８

月
に
は
老
若
男

女
が
楽
し
め
る

競
技
と
し
て
ソ

フ
ト
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
大
会
を

企
画
し
ま
し
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税理士はあなたと企業のパートナー税理士はあなたと企業のパートナー
事業発展のお手伝いをします。

地域社会に貢献します。　秘密を守ります。

関東信越税理士会高崎支部

税理士会コーナー
　

関
東
信
越
税
理
士
会
高
崎
支

部
の
野
球
部
は
、
平
成
17
年
に

支
部
会
員
の
親
睦
・
健
康
づ
く

り
を
目
的
と
し
て
発
足
し
ま
し

た
。創
部
か
ら
９
年
経
ち
、平
成

25
年
８
月
現
在
の
部
員
数
は
90

名
で
、
若
手
の
先
生
か
ら
シ
ニ

ア
の
先
生
ま
で
幅
広
く
所
属
し

て
お
り
ま
す
。

　

例
年
、
10
月
に
行
わ
れ
る
５

支
部
対
抗
戦
に
向
け
て
４
月
か

ら
月
１
回
程
度
練
習
等
を
行

い
、
11
月
の
納
会
で
１
年
を
締

め
く
く
る
と
い
う
の
が
主
な
活

動
の
流
れ
に
な
り
ま
す
。

５
支
部
対
抗
戦

　

群
馬
県
下
の
５
つ
の
税
理
士

会
支
部
（
高
崎
支
部
・
前
橋
支

部
・
桐
生
支
部
・
伊
勢
崎
支
部
・

館
林
支
部
）
が
ト
ー
ナ
メ
ン
ト

方
式
に
よ
り
優
勝
を
争
う
対
抗

試
合
で
す
。
１
日
で
２
試
合
を

行
う
た
め
、平
均
年
齢
が
決
し

て
低
い
と
は
い
え
な
い
税
理
士

会
会
員
に
と
っ
て
は
相
当
ハ
ー

ド
な
大
会
で
す
が
、
我
が
高
崎

支
部
は
、選
手
層
の
厚
さ
と
、
日

頃
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
内
外
で
の

チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
武
器
に
、
平

成
19
年
か
ら
去
年
ま
で
の
大
会

で
目
下
６
連
覇
中
と
他
支
部
を

寄
せ
付
け
な
い
圧
倒
的
な
強
さ

を
誇
っ
て
お
り
ま
す
。

練
習
・
交
流
試
合

　

主
に
ナ
イ
タ
ー
に
て
練
習
を

行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、他
団
体

と
の
交
流
試
合
も
定
期
的
に

行
っ
て
お
り
、
今
年
は
高
崎
歯

科
医
師
会
、
し
の
の
め
信
用
金

庫
と
交
流
試
合
を
行
い
ま
し

た
。
練
習
や
試
合
後
の
懇
親
会

等
を
通
じ
て
、
部
員
間
の
み
な

ら
ず
他
団
体
と
の
交
流
の
深
ま

り
や
、
情
報
交
換
の
場
と
し
て

有
用
な
機
会
を
得
ら
れ
る
事
も

多
く
、今
後
も
積
極
的
に
行
っ

税理士会

税
理
士
会
高
崎
支
部
野
球
部
の
活
動
に
つ
い
て

関
東
信
越
税
理
士
会

　
　

高
崎
支
部
税
理
士

林　
　
　

克　

俊

た
。こ
れ
ら
を
通
じ
て
、幅
広
く

部
員
間
の
親
睦
を
図
れ
れ
ば
と

考
え
て
い
ま
す
。
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税理士会コーナー

　

本
年
度
の
改
正
で
は
現
下
の

経
済
情
勢
等
を
踏
ま
え
、
成
長

と
富
の
創
出
の
好
循
環
を
実
現

す
る
と
と
も
に
、
社
会
保
障
・

税
一
体
改
革
を
着
実
に
実
施
す

る
等
の
観
点
か
ら
相
続
税
関
係

に
お
き
ま
し
て
も
幾
つ
か
の
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

相
続
税
の
基
礎
控
除
は
、
バ

ブ
ル
期
の
地
価
上
昇
に
合
わ
せ

て
引
き
上
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た

が
、
現
在
の
地
価
は
ピ
ー
ク
時

の
平
成
３
年
と
比
べ
３
分
の
１

か
ら
４
分
の
１
に
落
ち
込
ん
で

い
る
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

バ
ブ
ル
前
の
控
除
水
準
に
戻
す

事
と
な
り
ま
し
た
。

『
改
正
後
』

３
０
０
０
万
円
＋
６
０
０
万

円×

法
定
相
続
人
の
数

『
改
正
前
』

５
０
０
０
万
円
＋
１
０
０
０

万
円×

法
定
相
続
人
の
数

　

税
率
構
造
に
つ
い
て
は
、
所

得
税
と
同
様
に
最
高
税
率
を

55
％
に
引
き
上
げ
る
と
共
に
、

２
億
円
超
３
億
円
以
下
の
区
分

に
45
％
の
税
率
を
新
た
に
設
け

る
な
ど
、
税
率
構
造
を
改
正
前

の
６
段
階
か
ら
８
段
階
へ
と
細

分
化
し
て
い
ま
す
。

　

未
成
年
者
控
除
及
び
障
害
者

控
除
は
昭
和
63
年
以
降
改
正
が

行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が

そ
の
当
時
か
ら
の
物
価
の
動
向

及
び
相
続
税
全
体
の
見
直
し
を

踏
ま
え
て
25
年
振
り
と
な
る
改

正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

未
成
年
者
控
除
に
つ
き
ま
し

て
は
、
20
歳
に
達
す
る
ま
で
の

１
年
に
つ
き
10
万
円
（
改
正
前

６
万
円
）・
障
害
者
控
除
に
つ

き
ま
し
て
は
、
85
歳
に
達
す
る

ま
で
の
１
年
に
つ
き
10
万
円

（
改
正
前
６
万
円
）、
こ
の
う
ち

特
別
障
害
者
は
20
万
円
（
改
正

前
12
万
円
）
に
税
額
控
除
額
が

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

居
住
用
宅
地
に
係
る
特
例
の

適
用
対
象
面
積
の
上
限
が
３
３

０
㎡
（
改
正
前
２
４
０
㎡
）
に

拡
充
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
特
例

の
対
象
と
し
て
選
択
す
る
宅
地

と
し
て
居
住
用
と
事
業
用
（
店

舗
の
敷
地
等
）
の
宅
地
が
あ
る

場
合
、
改
正
前
は
特
例
に
よ
る

減
額
は
限
定
併
用
で
居
住
用
と

事
業
用
合
わ
せ
て
４
０
０
㎡
が

適
用
対
象
上
限
面
積
と
な
っ
て

い
ま
し
た
が
、
今
回
の
改
正
に

よ
り
居
住
用
と
事
業
用
の
そ
れ

ぞ
れ
の
上
限
面
積
ま
で
合
算

（
最
大
７
３
０
㎡
）
し
て
適
用

で
き
る
完
全
併
用
措
置
が
講
じ

ら
れ
ま
し
た
。

　

高
齢
者
の
保
有
資
産
を
若
年

世
代
へ
早
期
に
移
転
さ
せ
、
消

費
拡
大
や
経
済
活
性
化
を
図
る

為
、
贈
与
税
の
税
率
構
造
が
緩

和
さ
れ
る
と
共
に
、
子
や
孫
が

受
け
る
直
系
尊
属
か
ら
の
贈
与

に
係
る
税
率
構
造
が
新
た
に
設

け
ら
れ
ま
し
た
。

　

孫
へ
の
生
前
贈
与
を
さ
ら
に

行
い
や
す
く
し
て
世
代
間
の
資

産
移
転
を
一
層
促
進
す
る
観
点

か
ら
適
用
対
象
者
の
拡
充
を
図

る
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、
贈
与
を
受
け
る

者
（
受
贈
者
）
の
対
象
を
、
改

正
前
は
、
20
歳
以
上
の
推
定
相

続
人
で
あ
る
直
系
卑
属
の
み
で

あ
っ
た
も
の
に
「
20
歳
以
上
の

孫
」
を
新
た
に
追
加
。
さ
ら
に

贈
与
を
行
う
者
（
贈
与
者
）
の

年
齢
要
件
が
、「
65
歳
以
上
」

か
ら
「
60
歳
以
上
」
へ
と
引
き

下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

従
来
親
子
間
等
の
扶
養
義
務

者
間
で
必
要
な
都
度
支
払
わ
れ

る
教
育
資
金
の
贈
与
は
非
課
税

で
し
た
が
、
一
括
贈
与
の
場
合

に
は
課
税
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
非
課
税
の
措
置
を
設
け

た
こ
と
に
よ
り
、祖
父
母
等（
贈

与
者
）
が
、
信
託
銀
行
な
ど
の

金
融
機
関
に
子
・
孫
（
受
贈
者
）

名
義
の
口
座
を
開
設
し
、
教
育

資
金
を
一
括
し
て
拠
出
し
た
場

合
に
は
、
子
・
孫
ご
と
に
１
５

０
０
万
円
ま
で
の
教
育
資
金
に

つ
い
て
は
贈
与
税
が
非
課
税
と

な
り
ま
す
。
ま
た
子
・
孫
が
30

歳
に
達
す
る
日
に
口
座
は
終
了

し
、
使
い
残
し
が
あ
れ
ば
贈
与

税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

以
上
平
成
25
年
度
税
制
改
正

の
う
ち
相
続
税
関
係
の
主
だ
っ

た
も
の
を
取
り
上
げ
て
き
ま
し

た
が
適
用
時
期
等
に
つ
き
ま
し

て
は
、
十
分
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。

話
経 営 寸シリーズ

関東信越税理士会　高崎支部　税理士　  入沢　紀行

平成25年度
　税制改正（相続税関係）の要点

は
じ
め
に

相
続
税
の
基
礎
控
除
・
税
率

構
造
の
見
直
し

未
成
年
者
控
除
・

障
害
者
控
除
の
見
直
し

小
規
模
宅
地
等
の

減
額
特
例
の
見
直
し

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の

見
直
し

教
育
資
金
一
括
贈
与
の

非
課
税
措
置
の
創
設

贈
与
税
の
税
率
構
造
の
見
直
し
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税務署コーナー

記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

平成２６年１月から

▼事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度につ

いて、平成２６年１月から対象となる方が拡大されます。

※　現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業

所得等の金額の合計額が３００万円を超える方です。

平成２６年１月からの記帳・帳簿保存制度

◎　対象となる方
　事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方で

す。

※　所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

◎　記帳する内容
　売上げなどの収入金額、仕入やその他の必要経費に関する事項を帳簿

に記載します。

　記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、

簡易な方法で記載してもよいことになっています。

◎　帳簿等の保存
　収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・

領収書などの書類を保存する必要があります。

【帳簿書類の保存期間】

保存期間

７年

５年
帳　簿

収入金額や必要経費を記載した帳簿（法定帳簿）

業務に関して作成した上記以外の帳簿（任意帳簿）

決算に関して作成した棚卸表その他の書類

保存が必要なもの

書　類 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収

書などの書類

５年

記帳説明会のご案内

◎　税務署では、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・帳簿

等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しています。

　記帳・帳簿等の保存制度の詳細や「記帳説明会」等のご案内につい
ては、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の「個人で事業を行っ
ている方の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧いただくか、最寄
りの税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって「２」を選択後、
所得税担当までお問い合わせください。
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ご存知ですか？非居住者等に支払う際の源泉徴収
～誤りやすい事例～

　非居住者や外国法人（以下「非居住者等」といいます。）に対して、源泉徴収の対象となる「国

内源泉所得」を支払う場合には、その支払いの際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しな

ければならない場合があります。したがって、取引において、非居住者等に何らかの支払をする

場合には、その対価が源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」に該当するかを確認していただ

く必要があります。

　詳しくは「源泉徴収のあらまし」で解説しておりますが、ここでは、非居住者等に支払う際

の源泉徴収で、誤りやすい事例をご紹介します。

土地等の対価

　非居住者等から、日本国内にある土地や建物等の不動産を取得した場合、その対価を支払う際に、

所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

（注）個人が、自己又はその親族の居住の用に供するために取得した土地等で、その土地等の対価の額

が１億円以下である場合は、その個人が支払うものについては源泉徴収をする必要はありません。

（法人が取得して対価を支払う場合には、１億円以下であっても源泉徴収をしなければなりません。）

不動産の貸借料等

　非居住者等から、日本国内にある土地や建物等の不動産を借りる場合、その賃借料を支払う際に、

所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

（注）個人が、自己又はその親族の居住の用に供するために土地や家屋を借りる場合に支払うものに

ついては源泉徴収をする必要はありません。（法人が借りて賃借料を支払う場合には、源泉徴

収をしなければなりません。）

工業所有権、著作権等の使用料等

　国内において業務を行う者が、非居住者等に支払う、工業所有権、著作権等の使用料又は取得の

対価のうち、その国内業務に係るものを支払う際には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しな

ければなりません。

給与等の人的役務の提供に対する報酬等

　非居住者に支払う給与その他の人的役務の提供に対する報酬等のうち、国内において行った勤務

その他の人的役務の提供に対するものを支払う際には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しな

ければなりません。

（注）非居住者等の居住地国と我が国との間で租税条約が締結されている場合には、その租
税条約の定めるところにより課税が軽減又は免除され、源泉徴収が不要となる場合な
どがあります。そのための手続など、詳しくは、「源泉徴収のあらまし」をご覧いただくか、
最寄りの税務署にお尋ねください。
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平成２５年度「税を考える週間」のご案内

平成２５年分　年末調整説明会のお知らせ

日　　時 行事名及び開催場所 主催団体等行 事 内 容 等

１１月１４日（木）

１５:００～１７:００

納税表彰式

（ビエント高崎）

税務署・県

税団協

税務署・県税事務所の納税功労者

の表彰及び作文入賞者への賞状授

与・作文朗読

１１月１５日（金）

１２:００～１３:００

高崎税務署長講演会

（グランドパティオ高崎）

法人会

税務署

講演会を開催し、税の意義や役割

などを説明

１１月１１日（月）

～１１月１７日（日）

（期間中及びその前後）

中学生・高校生の作文展

管内全市役所及び町村役場ほか

税務署

税団協

中学生・高校生の「税に関する作

文」の優秀作品の展示

１１月１２日（火）

１８:３０～２０:００

公開講演会（※）

（高崎シティギャラリーコアホール）

法人会

（全地区会合同）

作家の林真理子さんを招き、公開

講演会を開催

（※）公開講演会の詳細につきましては、同封のチラシをご参照ください。

　私たちが納めた所得税、法人税、消費税、

住民税などは、国や地方公共団体が主体となっ

て行う医療や年金、介護、子育てなどの公共サー

ビスや、学校・公園・図書館・体育館などの

公共施設のために使われ、形を変えて私たちの

暮らしを支えています。税金は私たちが健康で

文化的な生活を送るための、いわば「会費」と

いえるでしょう。

　そこで国税庁では、毎年１１月１１日から１７日

までの期間を「税を考える週間」として、全国

的に税についての各種の広報活動を実施してい

ます。２５年度は「税の役割と税務署の仕事」

をテーマとし、国民の皆様に適正・公平な課税及び徴収の実現に向けた国税庁の取組をご紹介するとともに税務

行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会を設けています。

　高崎税務署管内では、下表の行事が予定されております。

（注１）午前・午後のいずれか、ご都合のよい時間に会場へお出かけください。

（注２）駐車場につきましては、用意しておりませんのでご了承ください。

＊用紙は従来どおり税務署の窓口でもお受け取りいただけますが、一部の用紙につきましては、国税庁ホームページからダウ

ンロードして、ご使用いただけます。

　給与所得者にかかる年末調整説明会を、次の日程で開催いたします。

　本年も、年末調整関係資料を事前に送付いたしますので、説明会にご出席の際はその資料をご持参くださるよ

うお願いいたします。

開　催　場　所

群馬音楽センター

高崎市高松町２８－２

開　　催　　日

平成２５年１１月１３日（水）

開 催 時 間

１０:００～１２:００

１３:３０～１５:３０
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群馬県からのお知らせ
　

群
馬
県
の
県
土
の
３
分
の
２
は
森

林
が
占
め
て
い
ま
す
。

　

豊
か
な
水
を
育
み
、
ま
た
災
害
を

防
止
す
る
な
ど
、
私
た
ち
の
暮
ら
し

を
支
え
、
多
く
の
恵
み
を
も
た
ら
す

森
林
は
、
県
民
共
有
の
財
産
で
す
。

　

県
で
は
、
こ
の
大
切
な
森
林
を
守

り
、
育
て
、
次
世
代
に
引
き
継
い
で

い
く
た
め
に
、
県
民
税
均
等
割
の
超

過
課
税
と
し
て
「
ぐ
ん
ま
緑
の
県
民

税
（
通
称
）」
を
平
成
26
年
４
月
か
ら

導
入
し
ま
す
。

▽
ぐ
ん
ま
緑
の
県
民
税
の
使
い
道

　

奥
山
な
ど
生
産
条
件
不
利
な
森
林

を
整
備
す
る
「
水
源
地
域
等
の
森
林

整
備
」、
森
林
の
大
切
さ
な
ど
へ
の
理

解
促
進
を
図
る
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
・
森
林
環
境
教
育
の
推
進
」、
里
山
・

竹
林
、
平
地
林
の
整
備
な
ど
き
め
細

か
な
取
り
組
み
を
行
う
「
市
町
村
提

案
型
事
業
等
」
な
ど
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

必要な手入れを行った森林必要な手入れを行った森林必要な手入れを行った森林

個　　　　人

県内に住所がある人、事務所又は

家屋敷などを持っている人（前年の

所得金額が一定基準を下回るなど

一定の条件を満たす人は非課税）

年間７００円

　なお、東日本大震災からの復興

を図る基本理念に基づき実施する

防災施策の財源を確保するため、

平成26年度から平成35年度まで、

現行の税額1,000円に500円が上乗

せとなります。したがって、平成

26年度から平成30年度まで、ぐん

ま緑の県民税と合わせた県民税均

等割額は2,200円となります。

　個人の県民税として、個人の市

町村民税と併せて市町村に納税し

ていただきます（個人の県民税は

市町村から県へ払い込まれます）。

平成26年度課税（平成25年所得分）から

法　　　　人

県内に事務所・事業所又は寮などを持っている法人等

資本金等の額により年間1,400円～56,000円

（県民税均等割の税額の７%相当額）

法人の県民税として、従来の申告書により、直接県に申告

納付していただきます。

平成26年４月１日以後に終了する事業年度分から

区　分

名 　 称

課税の方法

納 め る 方

年 間 の

納税額（率）

納税の方法

導入の時期

課税の期間

税収見込額

使 い 道 の

明 確 化

事業内容の

検討・評価

ぐんま緑の県民税（森林環境の保全に係る県民税均等割の超過課税）のしくみ

○税の使い道など森林保全に関すること
群馬県環境森林部林政課

電話:027-226-3211　FAX:027-223-0154

○税の仕組みに関すること
群馬県総務部税務課

電話:027-226-2196　FAX:027-221-8096

この税は、税制上は「森林環境の保全に係る県民税均等割の超過課税」ですが、皆様に広く

知っていただくための通称として「ぐんま緑の県民税」を使用し、周知活動に努めていきます。

個人の県民税均等割、法人の県民税均等割に一定額を上乗せします。

５年間

約８.２億円（個人：約６.６億円　法人：約１.６億円）　※平年度ベース　

ぐんま緑の県民税の税収に相当する額を「ぐんま緑の県民基金」に積み立てた上で、森林環境

を保全するための施策に充て、使い道を明確にします。

県民等で構成する第三者機関を設置し、事業の内容検討・実績評価・効果検証などを行います。

資本金等の額

１千万円以下　など

１千万円超～１億円以下

１億円超～10億円以下

10億円超～50億円以下

50億円超

現行の税額

20,000円

50,000円

130,000円

540,000円

800,000円

ぐんま緑の県民税

（７%相当額）

1,400円

3,500円

9,100円

37,800円

56,000円

上乗せ後の

税 額

21,400円

53,500円

139,100円

577,800円

856,000円

｢

ぐ
ん
ま
緑
の
県
民
税｣

を　
　

平
成
26
年
４
月
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

導
入
し
ま
す
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新会員・部会員紹介

①法人名　　②代表者・部会員名　　③所在地　　④業種

高崎

①　飛鳥工業（株）
② 大　　野　　育　　夫
③ 高崎市剣崎町
④ 建設業

高崎

①　上野正人税理士事務所
② 上　　野　　正　　人
③ 高崎市緑町
④ 税理士業

高崎

①　エコフロント（株）
② 大　　崎　　哲　　朗
③ 高崎市寄合町
④ エネルギー管理システムの販売

高崎

①　（有）オフィスコグレ
② 木　　暮　　　　　修
③ 高崎市江木町
④ 生命保険代理店

高崎

①　関東ビジネス（株）
② 古　　川　　征　　治
③ 高崎市倉賀野町
④ ソフトウェア開発・販売、情報機器販売

高崎

①　（株）興栄
② 宇佐美　　玉　　雄
③ 高崎市新保町
④ 不動産業

高崎

①　ジャパン警備（株）
② 櫻　　井　　幸　　恵
③ 高崎市下大島町
④ 警備業

高崎

①　(有)竹之内組
② 竹之内　　嘉　　則
③ 高崎市矢中町
④ 建設業

高崎

①　（株）トレジャートラスト
② 浜　　名　　朋　　憲
③ 高崎市正観寺町
④ 調剤薬局

松井田

①　（株）若松工業
② 若　　松　　鈴　　子
③ 安中市松井田町八城
④ 建設業、解体工事業

子持

①　山崎石材
② 山　　崎　　年　　幸
③ 渋川市北牧
④ 石材業

赤城

①　（有）赤城斉藤解体工業
② 斉　　藤　　辰　　男
③ 渋川市赤城町栄
④ 解体工事業

青年

①　（株）アフェクション
② 印　　藤　　　　　謙
③ 高崎市緑町
④ 広告デザイン業

青年

①　（株）ウイング
② 志　　村　　　　　潤
③ 高崎市中尾町
④ 自動車販売業

青年

①　（財）倉渕ふるさと公社
② 塚　　越　　育　　法
③ 高崎市倉渕町川浦
④ サービス業

女性

①　ジャパン警備（株）
② 櫻　　井　　幸　　恵
③ 高崎市下大島町
④ 警備業

高崎

①　（有）三原一泰事務所
② 三　　原　　一　　泰
③ 高崎市緑町
④ 経営コンサルティング業

問い合わせ先

（社）高崎法人会　　事務局
〒370-0006　高崎市問屋町2-7-8　506号
電話　　027-363-4526　　ＦＡＸ　　027-363-4576

平成２５年度下期「決算税務説明会」日程表

平成２５年度下期「新規設立法人税務説明会」

10月８日（火）　14:00～16:00　渋川市・金島ふれあいセンター（渋川、伊香保、子持、北橘、赤城）

10月17日（木）　14:00～16:00　高崎市箕郷文化会館（群馬、箕郷、吉岡、榛東）

11月７日（木）　14:00～16:00　高崎市総合福祉センター（高崎、新町）

11月８日（金）　14:00～16:00　榛名商工会館（榛名、倉渕）

11月27日（水）　14:00～16:00　安中市文化センター（安中、松井田）

11月28日（木）　15:30～17:30　吉井商工会館（吉井）

１月16日（木）　14:00～16:00　高崎市総合福祉センター（高崎、新町）

３月12日（水）　14:00～16:00　高崎市総合福祉センター（高崎、新町）

12月10日（火）　14:00～16:00　高崎市総合福祉センター

今後の税務説明会の予定

会社名、住所、代表者、資本金等に変更がございましたら、事務局へご一報ください。

高崎税務署管内では、会員企業約5000社からなる『高崎法人会』が税務協力団体として、会員企
業のため、地域社会のため、活動を行っております。
企業の発展と、地域社会への貢献のため、法人会にご入会くださいますようお願い申し上げます。
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吉岡町

安中市

高崎市

渋川

箕郷
倉渕

榛名

高崎

吉井 新町

推 進 運 動

法人会

消費税期限内納付

２６法人だより　２０１３．１０．１０　Ｎｏ．１５０

　麻苧（あさお）の滝は、一名朝日滝とも呼

ばれ、その源を丁須の西の中間峰より発して

いる。信越線横川駅の南西方に位置し、鼻曲

山と鳩胸の間を流れ落ち、その高さは約40

メートル、この断崖から麻の簾を垂らしたよ

うな飛瀑から「麻苧の滝」と名づけられてい

る。

　 この滝は、古くから山岳信仰の修験場と

して知られ、山中には数多くの石仏が散在し

ている。信越線や国道18号線からも近く、裏

妙義の奇岩との映りもよく、増水時などの雄

大さは格別なものである。

　周辺は麻苧の滝自然公園となっており、曽

滝、祖滝、父滝（麻苧の滝）、母滝、自行

滝、子滝、孫滝が点在、総称して麻苧七滝と

なっている。

平成25年度の法人会のポスターが完成しました。

平成２５年度　法人会ポスター

　来年４月から消費税率が８％に引き上げられま

す。

　この度国税庁より「経過措置」についてのＱ＆

Ａが公表されました。

　概要は、来年４月以降の商品提供や請負納品に

当たっては、本年９月末までに契約書等で明記し

ているものであれば、旧税率（５％）でよいな

ど、かなり具体的な内容となっています。

詳しくは、下記国税庁ＨＰの資料をご覧ください。

●平成 26 年４月１日以後に行われる資産の譲渡

等に適用される消費税率等に関する経過措置の

取扱いＱ＆Ａ

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/p

amph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf

【法人会からのお知らせ】

消費税率８％への引き上げに伴う

「経過措置」について
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申込み
方法

１．法人会 会員の皆様
高崎法人会ホームページから
チラシをダウンロードし
ＦＡＸで申し込むか、
お電話にてお申込み下さい。

２．一般の皆様
次の要領で記入した、
１名につき１枚の往復はがきで
お申込み下さい。
(返信面が入場整理券となります )
返信オモテ：申込される方の住所・氏名
返信ウラ：白紙のまま
往信オモテ：高崎法人会住所（Ｐ．26奥付参照）
往信ウラ：聴講希望 ①氏名、②住所、③電話番号

高崎法人会 TEL：027-363-4526
URL：http://www.takasaki-hojinkai.com/

③ ② ①

主催：一般社団法人 高崎法人会（高崎税務署管内）
高崎地区会・渋川地区会・安中地区会・群馬地区会・榛名地区会・松井田地区会・伊香保地区会・箕郷地区会
吉岡地区会・榛東地区会・子持地区会・倉渕地区会・新町地区会・北橘地区会・赤城地区会・吉井地区会

後援：高崎市、渋川市、安中市、吉岡町、榛東村、高崎税務署、群馬県西部県税事務所
群馬県渋川行政県税事務所、関東信越税理士会、上毛新聞社

「税を考える週間」協賛
公開講演会

野心のすすめ野心のすすめ
林 真理子林 真理子氏
はやし ま り こ

高崎税務署管内  税務協力団体
一般社団法人  高崎法人会

無料平成２５年１１月１２日（火）
開場 午後５時３０分～　　開演 午後６時３０分～午後８時

高崎シティギャラリー
コアホール TEL

027-328-5050

高崎市高松町35-1
高崎駅西口から徒歩１０分
※駐車場は周辺の有料駐車場をご利用ください。

日 時

会 場 ３００名
１０月３１日（木）    必着
※申込多数の場合は抽選とさせていただきますので、
　ご了承ください。

定 員

会 場

講師 林　真理子（はやし まりこ）氏  1954（昭和29）年4月 山梨県生まれ

昭和51年（1976）　日本大学芸術学部文芸学科を卒業。
昭和57年（1982）　コピーライターを経て、エッセイ集『ルンルンを買っておうちに帰ろう』を出版。
昭和59年（1984）　処女小説『星影のステラ』が直木賞候補に選出されたことを機に、執筆業に専念。
昭和60年（1985）　『最終便に間に合えば』『京都まで』により第94回直木賞を受賞。
平成７年（1995）　『白蓮れんれん』により第８回柴田錬三郎賞を受賞。
平成10年（1998）　『みんなの秘密』により第32回吉川英治文学賞を受賞。
平成12年（2000）　直木賞選考委員に就任。他、数々の文学賞の選考委員を務める。
平成23年（2011）　フランス政府よりレジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ受章。

プロフィール


